
 

国立大学法人等の中期目標変更原案及び中期計画変更

案について 

 

国立大学法人等の中期目標の変更について３４法人から意見が、中期計画の変更に

ついて５６法人から変更案の提出があった。それぞれの変更内容については以下の通

り。 

 

○ 教育研究組織の設置等に伴う変更 ４１法人  目標・計画  

・教育研究組織の設置・改組等に伴う変更 ３５法人 
（北海道、室蘭工業、旭川医科、岩手、東北、山形、福島、宇都宮、千葉、東京外国語、
東京学芸、横浜国立、新潟、上越教育、山梨、岐阜、名古屋、三重、滋賀、京都、大阪、
大阪教育、兵庫教育、和歌山、鳥取、島根、広島、山口、鳴門教育、福岡教育、九州工業、
佐賀、熊本、鹿児島、琉球） 
 

・募集停止に伴う学部・研究科名の削除 １０法人 
（弘前、岩手、千葉、東京工業、電気通信、信州、名古屋、島根、徳島、高知） 
 

○ 教育関係共同利用拠点の認定等に伴う変更 １１法人  目標  
（山形、筑波、新潟、金沢、信州、神戸、島根、広島、佐賀、熊本、鹿児島） 
 

○ 共同利用・共同研究拠点の認定等に伴う変更 ４法人  目標  

（弘前、福島、筑波、名古屋） 

 

○ 国際共同利用・共同研究拠点の認定に伴う変更 ４法人  目標・計画 

（東北、東京、京都、大阪） 

 

○ 重点的に取り組む新たな構想が具体化したこと等に伴う変更 ７法人 

・指定国立大学法人の指定に伴う変更に伴う変更 １法人     目標・計画  
（大阪） 
 

・その他、重点的に取り組む新たな構想が具体化したこと等に伴う変更 ６法人 
（北海道、東京医科歯科、上越教育、京都教育、鳴門教育、北陸先端科学技術大学院） 

 

○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供するための変更 １６法人  計画  
（帯広畜産、北見工業、東京、東京海洋、横浜国立、金沢、山梨、静岡、浜松医科、 
名古屋、三重、岡山、広島、愛媛、鹿児島、高エネルギー加速器研究機構） 

 

○ その他の変更 ９法人  計画  

・学内組織・制度等の名称変更等に伴う変更 ９法人 
（帯広畜産、弘前、秋田、筑波、東京医科歯科、新潟、滋賀、鳴門教育、鹿屋体育） 

資料１  
国立大学法人評価委員会 
総会（第61回）H31.3.22 
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国立大学法人等の中期目標・中期計画変更案について 

 

○教育研究組織の設置等に伴う変更 ４１法人 

教育研究組織の設置・改組等に伴う変更 ３５法人 

別表の変更 ３５法人 

 

番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

01 北海道大学 目標 

別表 1(学部､研究科等) 

研
究
科
等 

文学研究科 
法学研究科 
医学研究科(H29募集停止) 
情報科学研究科 
水産科学院 
環境科学院 
理学院 
農学院 
生命科学院 
教育学院 
国際広報ﾒﾃﾞｨｱ･観光学院 
保健科学院 
工学院 
総合化学院 
経済学院 
歯学院 
獣医学院 
医学院 
医理工学院 
国際感染症学院 
国際食資源学院 
公共政策学教育部 

 

 

 

別表 1(学部､研究科等) 

研
究
科
等 

文学研究科(H31募集停止) 
法学研究科 
医学研究科(H29募集停止) 
情報科学研究科(H31募集停止) 
水産科学院 
環境科学院 
理学院 
農学院 
生命科学院 
教育学院 
国際広報ﾒﾃﾞｨｱ･観光学院 
保健科学院 
工学院 
総合化学院 
経済学院 
歯学院 
獣医学院 
医学院 
医理工学院 
国際感染症学院 
国際食資源学院 
文学院 
情報科学院 
公共政策学教育部 

 

平成 31 年度から
文学研究科及び情
報科学研究科の学
生募集停止のため 
文学院及び情報科
学院の平成 31 年
度設置のため 
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01 北海道大学 計画 

別表(収容定員) 

研
究
科
等 

文学研究科        285人  
うち修士課程        180人 

博士後期課程    105人 
法学研究科            235人 
 うち修士課程      40人   

博士後期課程      45人 
専門職学位課程    150人 

医学研究科        0人 
情報科学研究科        480人 
 うち修士課程        354人 
     博士後期課程    126人 

水産科学院    285人 
 うち修士課程        180人 
     博士後期課程    105人 

環境科学院    507人 
 うち修士課程        318人 

      博士後期課程    189人 
理学院               426人 

うち修士課程        258人 
博士後期課程    168人 

農学院                410人 
うち修士課程        284人 

博士後期課程    126人 
生命科学院           420人 

 うち修士課程       264人 
博士後期課程  132人 
博士課程        24人 

教育学院               153人 
 うち修士課程        90人 

博士後期課程     63人 
国際広報ﾒﾃﾞｨｱ･観光学院 135人 

 うち修士課程         84人 
博士後期課程     51人 

保健科学院            110人  
  うち修士課程         80人 
      博士後期課程     30人 
工学院                859人 
  うち修士課程        652人 
      博士後期課程    207人 
総合化学院            372人 
  うち修士課程        258人 
      博士後期課程    114人 
経済学院              134人 
  うち修士課程         70人 
      博士後期課程     24人 
      専門職学位課程   40人 
歯学院      160人 (博士
課程) 
獣医学院     64人  (博士課程) 
医学院                400人  
  うち修士課程         40人 
      博士課程        360人 
医理工学院             39人 
  うち修士課程         24人 
      博士後期課程     15人 
国際感染症学院  48人(博士課程) 
国際食資源学院  30人(修士課程) 
 
 
 
 
 
 
 
 
公共政策学教育部 60人 (専門職学
位課程) 

 

別表(収容定員) 

研
究
科
等 

文学研究科            0人 
 
 
法学研究科          235人 
  うち修士課程       40人 
      博士後期課程    45人 
      専門職学位課程 150人 
医学研究科            0人
  
情報科学研究科         0人 
 
 
水産科学院           285人   
  うち修士課程       180人 
      博士後期課程   105人 
環境科学院           507人   
  うち修士課程       318人 
      博士後期課程   189人 
理学院               419人  
  うち修士課程       254人 
      博士後期課程   165人 
農学院               392人 
  うち修士課程       284人 
      博士後期課程   108人 
生命科学院           420人 
  うち修士課程     264人 
      博士後期課程   132人 
      博士課程        24人 
教育学院              153人  
  うち修士課程        90人 
      博士後期課程    63人 
国際広報ﾒﾃﾞｨｱ･観光学院 130人 
 うち修士課程         94人 
      博士後期課程    36人 
保健科学院           110人 
  うち修士課程        80人 
博士後期課程          30人 
工学院               859人 
  うち修士課程      652人 
      博士後期課程   207人 
総合化学院      372人 
  うち修士課程      258人 
      博士後期課程   114人 
経済学院      134人 
  うち修士課程        70人 
      博士後期課程    24人 
      専門職学位課程  40人 
歯学院        160人(博士課程) 
獣医学院        64人(博士課程) 
医学院              400人 
  うち修士課程       40人 
      博士課程       360人 
医理工学院       39人 
  うち修士課程       24人 
      博士後期課程    15人 
国際感染症学院 48人(博士課程) 
国際食資源学院      48人   
  うち修士課程        30人 
      博士後期課程    18人 
文学院              285人 
  うち修士課程       180人 
      博士後期課程   105人 
情報科学院      487人  
  うち修士課程       358人 
      博士後期課程   129人 
公共政策学教育部 60人 (専門職学
位課程) 

  

平成31年度から 

文学研究科の学 

生募集停止のた 

め 

 

平成31年度から 

情報科学研究科 

の学生募集停止 

のため 

 

 

理学院の入学定 

員改訂のため（△ 

7） 

農学院の入学定員 

改訂のため（△18） 

 

 

 

国際広報ﾒﾃﾞｨｱ・観 

光学院の入学定員 

改訂のため（△5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際食資源学院博 

士後期課程の平成 

31年度設置のため 

（＋18） 

文学院（＋285）及

び情報科学院（＋4

87）の平成31年度

設置のため 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

03 
室蘭工業大
学 

目標 

◆ 中期目標の期間及び教育研究組織 
2 教育研究組織  
 この中期目標を達成するため､別表に記
載する工学部及び工学研究科を置く｡ 
別表 1(学部･研究科等) 

学
部 

工学部   

 

◆ 中期目標の期間及び教育研究組織 
2 教育研究組織  
 この中期目標を達成するため､別表に記
載する学部及び研究科を置く｡ 
別表 1(学部･研究科等) 

学
部 

工学部      
理工学部 (H31設置)  

 

学部の改組によ
り､平成 31 年 4 月
から理工学部を設
置するため 
 

計画 

別表(収容定員) 

学

部 

工学部     2,480人 

 

 

別表(収容定員) 

学

部 

工学部     640人 

理工学部  1,840人 

 

 

学部の改組によ
り､平成 31 年 4 月
から理工学部を設
置するため 

 

06 
旭川医科大
学 

計画 

別表(収容定員) 

 

学 

部 

医学部     938人 

 

別表(収容定員) 

学 

部 

医学部    918人 

 

平成３１年度に行
う医学部看護学科
第３年次編入学の
廃止(１０→０)に
伴う変更 

09 岩手大学 

目標 

別表 1(学部･研究科等) 

研
究
科
等 

総合科学研究科 
教育学研究科 
工学研究科 
 
獣医学研究科 
連合農学研究科 
 参加大学 
   弘前大学 
   山形大学 
   

 

別表 1(学部･研究科等) 

研
究
科
等 

総合科学研究科 
教育学研究科 
工学研究科(H31募集停止) 
理工学研究科 
獣医学研究科 
連合農学研究科 
 参加大学 
   弘前大学 
   山形大学 
   

 

大学院理工学研究
科(博士課程)設置
のため｡ 

計画 

別表(収容定員) 

学

部 

人文社会科学部  820人 

教育学部     640人 

理工学部    1,800人 

農学部       990人 

うち獣医師養成に係る分野180人 

工学部              0人 

 

研

究

科 

総合科学研究科  588人 

(うち修士課程 588人) 

教育学研究科     32人 

(うち専門職学位課程 32人) 

工学研究科       60人 

(うち博士課程  60人) 

 

 

獣医学研究科   20人 

(うち博士課程 20人) 

連合農学研究科   72人 

(うち博士課程  72人) 

 

 
 

別表(収容定員) 

学

部 

人文社会科学部 820人 

教育学部       640人 

理工学部     1,800人 

農学部         990人 

うち獣医師養成に係る分野180人 

 

 

研

究

科 

総合科学研究科  588人 

(うち修士課程 588人) 

教育学研究科     32人 

(うち専門職学位課程 32人) 

工学研究科      0人 

(うち博士課程  0人) 

理工学研究科   54人 

(うち博士課程 54人) 

獣医学研究科   20人 

(うち博士課程 20人) 

連合農学研究科   72人 

(うち博士課程 72人) 

 

 
 

大学院理工学研究
科(博士課程)設置
のため｡ 



4 
 

 

番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

10 東北大学 計画 

別表(収容定員) 

研
究
科 

文学研究科    313人
  
 うち前期課程         178人 
     後期課程      135人 
教育学研究科    135人
  
 うち前期課程       90人 
     後期課程        45人 
法学研究科    266人
  
 うち前期課程        20人 
     後期課程       36人 
   法科大学院課程  150人 
     専門職学位課程   60人 
経済学研究科       240人 
 うち前期課程       100人 
     後期課程        60人 
     専門職学位課程   80人 
理学研究科       914人 
 うち前期課程       524人 
     後期課程       390人 
医学系研究科       767人 
 うち前期課程       104人 
     後期課程         63人 
     修士課程        80人 
     博士課程       520人 
歯学研究科       180人 
 うち修士課程        12人 
     博士課程       168人 
薬学研究科       178人 
 うち前期課程      108人 
     後期課程        54人 
     博士課程        16人 
工学研究科     1,794人 
 うち前期課程     1,272人 
     後期課程       522人 
農学研究科       329人 
 うち前期課程       218人 
     後期課程        111人 
国際文化研究科       118人 
 うち前期課程         70人 
     後期課程        48人 
情報科学研究科       406人 
 うち前期課程       280人 
     後期課程       126人 
生命科学研究科       302人 
 うち前期課程       212人 
     後期課程        90人 
環境科学研究科       299人 
 うち前期課程       200人 
     後期課程        99人 
医工学研究科       114人 
 うち前期課程        78人 
     後期課程        36人 
教育情報学教育部 0人 
 うち前期課程         0人 
     後期課程         0人 
 

 

別表(収容定員) 

研
究
科 

文学研究科     292人
  
 うち前期課程         178人 
   後期課程      114人 
教育学研究科        135人 
 うち前期課程       90人 
   後期課程        45人 
法学研究科            266人
  
 うち前期課程        20人 
   後期課程       36人 
   法科大学院課程   150人 
      専門職学位課程   60人 
経済学研究科        240人 
  うち前期課程       100人 
      後期課程        60人 
      専門職学位課程    80人 
理学研究科        914人 
  うち前期課程       524人 
      後期課程       390人 
医学系研究科        767人 
  うち前期課程       104人 
      後期課程         63人 
      修士課程        80人 
      博士課程       520人 
歯学研究科        180人 
  うち修士課程        12人 
      博士課程       168人 
薬学研究科          178人 
  うち前期課程      108人 
      後期課程        54人 
      博士課程        16人 
工学研究科      1,794人 
  うち前期課程     1,272人 
      後期課程       522人 
農学研究科             329人 
  うち前期課程       218人 
      後期課程        111人 
国際文化研究科        118人 
  うち前期課程         70人 
      後期課程        48人 
情報科学研究科        406人 
  うち前期課程       280人 
      後期課程       126人 
生命科学研究科        302人 
  うち前期課程       212人 
      後期課程        90人 
環境科学研究科        299人 
  うち前期課程       200人 
      後期課程        99人 
医工学研究科        114人 
  うち前期課程        78人 
      後期課程        36人 
教育情報学教育部  0人 
  うち前期課程         0人 
      後期課程         0人 

 

文学研究科の専攻
の再編に係る入学
定員の減（後期課
程 7 人減）に伴う
収容定員の変更 

13 山形大学 目標 

別表 1 
(*)岩手大学を基幹大学とし､山形大学､
弘前大学及び帯広畜産大学を参加大学と
する連合大学院 

別表 1 
(*)岩手大学を基幹大学とし､山形大学及
び弘前大学を参加大学とする連合大学院 

平成 30年 4月か
ら帯広畜産大学が
連合大学院から離
脱したため｡ 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

14 福島大学 

目標 

別表(学部,研究科,(学府含む)) 

学
群 

人文社会学群 
理工学群 
 

 

別表(学部,研究科,(学府含む)) 

学
群 

人文社会学群 
理工学群 
農学群(H31設置) 

 

平成 31年 4月に農
学群を設置するこ
とに伴う変更 

 

計画 

別表(収容定員) 

学

群 

人文社会学群 3,120人 

理工学群     720人 

 
 

別表(収容定員) 

学

群 

人文社会学群 2,880人 

理工学群     660人 

農学群      300人 
 

―平成 31年 4月
に農学群を設置す
ることに伴う変更 

18 宇都宮大学 

目標 

別表(学部,研究科等) 

研
究
科 

 
国際学研究科 
教育学研究科 
工学研究科 
農学研究科 
【東京農工大学大学院連合農
学研究科(博士後期課程)の参
加校である｡】 

 

別表(学部,研究科等) 

研
究
科 

地域創生科学研究科 
国際学研究科 
教育学研究科 
工学研究科 
農学研究科(H31募集停止) 
【東京農工大学大学院連合農
学研究科(博士後期課程)の参
加校である｡】 

 

大学院改組のため 

計画 

別表(収容定員) 

研
究
科 

 
 
国際学研究科   69人 
  うち博士前期課程  60人 

博士後期課程   9人 
教育学研究科       80人  

うち修士課程    50人 
専門職学位課程 30人 

工学研究科       514人 
  うち博士前期課程 424人 

博士後期課程  90人 
農学研究科       142人 
  うち修士課程   142人 
 

 

別表(収容定員) 

研
究
科 

地域創生科学研究科  670人  
 修士課程   670人 

国際学研究科       9人   
博士後期課程   9人 

 
教育学研究科      36人 
    専門職学位課程 36人 
 
工学研究科       90人 

  博士後期課程  90人 
 
農学研究科        0人  
 
  

 

大学院改組のため 



6 
 

 

番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

21 千葉大学 計画 

別表(収容定員) 

学
部 

国際教養学部    360人 
文学部        700人 
法政経学部     1,480人 
教育学部      1,620人 
(うち教員養成に係る分野 

1,620人) 
理学部           800人 
工学部         2,600人 
園芸学部         760人 
医学部           688人 
うち医師養成に係る分野 688人 
薬学部           400人 
看護学部         340人 

研
究
科･

学
府 

人文公共学府     141人 
  うち博士前期課程    96人 
      博士後期課程    45人 
人文社会科学研究科 0人 
(うち博士後期課程     0人) 
専門法務研究科   120人 
(うち専門職学位課程 120人) 
教育学研究科     158人 
  うち修士課程       118人 
      専門職学位課程  40人 
融合理工学府   1,522人 
  うち博士前期課程 1,258人 
      博士後期課程   264人 
理学研究科         0人 
(うち博士後期課程     0人) 
工学研究科         0人 
(うち博士後期課程     0人) 
園芸学研究科     264人 
  うち博士前期課程   210人 
      博士後期課程    54人 
融合科学研究科     0人 
(うち博士後期課程     0人) 
医学薬学府       671人 
  うち修士課程       154人 
      4年博士課程    472人 
      後期 3年博士課程 45人 
看護学研究科     132人 
  うち修士課程          36人 
      博士前期課程      50人 
      博士後期課程      36人 
      5年一貫制博士課程 10人 

 

別表(収容定員) 

学
部 

国際教養学部    360人 
文学部        700人 
法政経学部     1,480人 
教育学部      1,575人 
(うち教員養成に係る分野 

1,575人) 
理学部           800人 
工学部         2,600人 
園芸学部         760人 
医学部           688人 
うち医師養成に係る分野 688人 
薬学部           430人 
看護学部         340人 

研
究
科･

学
府 

人文公共学府     141人 
  うち博士前期課程    96人 
      博士後期課程    45人 
 
 
専門法務研究科   120人 
(うち専門職学位課程 120人) 
教育学研究科     158人 
  うち修士課程       118人 
      専門職学位課程  40人 
融合理工学府   1,522人 
  うち博士前期課程 1,258人 
      博士後期課程   264人 
 
 
 
 
園芸学研究科     264人 
  うち博士前期課程   210人 
      博士後期課程    54人 
 
 
医学薬学府       671人 
  うち修士課程       154人 
      4年博士課程    472人 
      後期 3年博士課程 45人 
看護学研究科     132人 
  うち修士課程          36人 
      博士前期課程      50人 
      博士後期課程      36人 
      5年一貫制博士課程 10人 

 

 
 
 
 
教育学部の改組、
入学定員減に伴う
変更 
 
 
 
 
 
薬学部薬学科の入
学定員増に伴う変
更 
 
 
人文社会科学研究
科、理学研究科、工
学研究科及び融合
科学研究科の廃止
に伴う変更 
 

24 
東京外国語
大学 

目標 

別表 1(学部,研究科等) 

学
部 

言語文化学部 
国際社会学部 

 

別表 1(学部,研究科等) 

学
部 

言語文化学部 
国際社会学部 
国際日本学部(H31設置) 
 

 

平成 31 年度設置
のため｡ 

計画 

別表(収容定員) 

学

部 

言語文化学部     1,510人 

国際社会学部     1,530人 

 

別表(収容定員) 

学

部 

言語文化学部     1,400人 

国際社会学部     1,405人 

国際日本学部      235人 

 

平成 31 年度設置
のため｡ 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

25 
東京学芸大
学 

計画 

別表(収容定員) 

研

究

科 

教育学研究科        612 人 

  うち修士課程      532 人 

  うち専門職学位課程 80 人 

連合学校教育学研究科 90 人 

  うち博士課程       90 人 
 

別表(収容定員) 

研

究

科 

教育学研究科      638 人 

うち修士課程           218 人 

うち専門職学位課程     420 人 

連合学校教育学研究科    90 人 

うち博士課程            90 人 
 

教育学研究科の組
織再編による収容
定員の変更 

33 
横浜国立大
学 

計画 

別表(収容定員) 

研
究
科(

学
府
含
む) 

教育学研究科           200人 
  うち修士課程        170人 
     専門職学位課程    30人  
国際社会科学府         391人 
  うち博士課程(前期)   226人 
      博士課程(後期)    90人 
      専門職学位課程   75人 
理工学府               847人 
  うち博士課程(前期)   724人 
      博士課程(後期)   123人 
工学府                   0人 
  うち博士課程(前期)     0人 
      博士課程(後期)     0人 
環境情報学府           445人 
うち博士課程(前期)     346人 
      博士課程(後期)    99人 
都市ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ学府 246人 
  うち博士課程(前期)   210人 
    博士課程(後期)    36人 

 

別表(収容定員) 

研
究
科(
学
府
含
む) 

教育学研究科           200人 
  うち修士課程        170人 
     専門職学位課程    30人  
国際社会科学府         316人 
  うち博士課程(前期)   226人 
      博士課程(後期)    90人 
      専門職学位課程    0人 
理工学府               847人 
  うち博士課程(前期)   724人 
      博士課程(後期)   123人 
工学府                   0人 
  うち博士課程(前期)     0人 
      博士課程(後期)     0人 
環境情報学府           445人 
うち博士課程(前期)     346人 
    博士課程(後期)      99人 
都市ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ学府 246人 
  うち博士課程(前期)   210人 
    博士課程(後期)    36人 

 

平成３１年度 
大学院国際社会科
学府法曹実務専攻
の学生募集停止に
伴う変更。 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

34 新潟大学 

目標 

別表 1(学部､研究科等) 

研
究
科 

教育学研究科 

 

現代社会文化研究科 
自然科学研究科 
保健学研究科 
医歯学総合研究科 

 

別表 1(学部､研究科等) 

研
究
科 

教育学研究科(H31募集停止) 
教育実践学研究科 
現代社会文化研究科 
自然科学研究科 
保健学研究科 
医歯学総合研究科 

 

教育実践学研究科

の設置に伴う変更 
 

計画 

別表(収容定員) 

研
究
科 

教育学研究科        30人 
 うち専門職学位課程      30人 
 
 
現代社会文化研究科   180人 
 うち修士課程           120人 
 うち博士課程            60人 
自然科学研究科     1,184人 
 うち修士課程           974人 
 うち博士課程           210人 
保健学研究科          58人 
 うち修士課程            40人 
 うち博士課程            18人 
医歯学総合研究科     465人 
 うち修士課程            52人 
 うち博士課程           413人 

 

別表(収容定員) 

研
究
科 

教育学研究科         0人 
 うち専門職学位課程       0人 
教育実践学研究科      40人 
  うち専門職学位課程     40人 
現代社会文化研究科   180人 
 うち修士課程           120人 
 うち博士課程            60人 
自然科学研究科     1,184人 
 うち修士課程           974人 
 うち博士課程           210人 
保健学研究科          58人 
 うち修士課程            40人 
 うち博士課程            18人 
医歯学総合研究科     465人 
 うち修士課程            52人 
 うち博士課程           413人 

 

教育実践学研究科

の設置に伴う変更 
 

35 
上越教育大
学 

計画 

別表(収容定員) 

研
究
科 

学校教育研究科       600人 
  うち修士課程       480人 
   専門職学位課程   120人 

 

別表(収容定員) 

研
究
科 

学校教育研究科    600人 
  うち修士課程    260人 
   専門職学位課程 340人 

 

平成 31 年度に実
施する予定の大学
院改組に伴い、修
士課程及び専門職
学位課程の入学定
員を変更するた
め。 

40 山梨大学 計画 

別表(収容定員) 

学
部 

教育学部         500人   
 うち教員養成に係る分野 500人 
医学部          970人  
 うち医師養成に係る分野 710人 
工学部         1,500人 
生命環境学部       600人 

研
究
科 

教育学研究科           84人 
 うち修士課程          56人 
   専門職学位課程      28人 
医工農学総合教育部    691人 
 うち修士課程         500人 
    博士課程          191人 

 

別表(収容定員) 

学
部 

教育学部         500人   
 うち教員養成に係る分野 500人 
医学部           950人  
 うち医師養成に係る分野 710人 
工学部          1,500人 
生命環境学部      600人 

研
究
科 

教育学研究科            76人 
   
うち専門職学位課程    76人 

医工農学総合教育部     691人 
 うち修士課程          500人 
    博士課程           191人 

 

平成 31 年度に医
学部看護学科３年
次編入を廃止する
ことに伴う収容定
員の変更。 
 
 
 
平成 31 年度に教
育学研究科を改組
することに伴う収
容定員の変更。 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

42 岐阜大学 

目標 

別表 1(学部､研究科等) 
研
究
科 

教育学研究科 
地域科学研究科 
医学系研究科 
工学研究科 
自然科学技術研究科 
 
連合農学研究科 

岐阜大学 
静岡大学 
※連合大学院である 

連合獣医学研究科 
 
岐阜大学 
帯広畜産大学 
岩手大学 
東京農工大学 
※連合大学院である 

連合創薬医療情報研究科 
岐阜大学 
岐阜薬科大学 
※連合大学院である 

 
 

別表 1(学部､研究科等) 

研
究
科 

教育学研究科 
地域科学研究科 
医学系研究科 
工学研究科 
自然科学技術研究科 
共同獣医学研究科(H31設置) 
連合農学研究科 
岐阜大学 
静岡大学 
※連合大学院である 

連合獣医学研究科(H31募集停
止) 
岐阜大学 
帯広畜産大学 
岩手大学 
東京農工大学 
※連合大学院である 

連合創薬医療情報研究科 
岐阜大学 
岐阜薬科大学 
※連合大学院である 

 
※本学は､兵庫教育大学大学院連合学
校教育学研究科の参加大学である｡ 

 

 

 
 
共同獣医学研究科
の平成 31 年度設
置に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成31年度から兵
庫教育大学大学院
連合大学院に参加
することに伴う変
更 

計画 

別表(収容定員) 

研
究
科 

教育学研究科        138人 
 うち 修士課程       88人 
    専門職学位課程   50人 
地域科学研究科       40人 
  うち 修士課程      40人 
医学系研究科        222人 
  うち 修士課程      16人 
       博士課程     206人 
工学研究科       81人 
  うち 博士課程      81人 
自然科学技術研究科  750人 
  うち 修士課程     750人 
 
 
連合農学研究科      60人 
  うち 博士課程     60人 
連合獣医学研究科    24人 
  うち 博士課程     24人 
連合創薬医療情報研究科 18人 
  うち 博士課程     18人 

 

別表(収容定員) 

研
究
科 

教育学研究科           138人 
 うち 修士課程      88人 
    専門職学位課程  50人 
地域科学研究科      40人 
  うち 修士課程     40人 
医学系研究科       204人 
  うち 修士課程     16人 
       博士課程    188人 
工学研究科          81人 
  うち 博士課程     81人 
自然科学技術研究科 750人 
  うち 修士課程    750人 
共同獣医学研究科    18人 
 うち 博士課程      18人 
連合農学研究科      60人 
  うち 博士課程     60人 
連合獣医学研究科     6人 
  うち 博士課程      6人 
連合創薬医療情報研究科 18人 
  うち 博士課程     18人 

 

 
 
 
 
 
 
医学系研究科再生
医科学専攻（博士
課程）の学生募集
停止に伴う変更 
 
 
 
 
研究科の設置に伴
う変更 
 
 
学生募集停止に伴
う変更 

45 名古屋大学 計画 

別表(収容定員) 

学
部 

文学部                      
520人 
教育学部          280人 
法学部            620人 
経済学部          840人 
情報文化学部        0人 
情報学部          560人 
理学部          1,080人 
医学部          1,506人 
うち 医師養成に係る分野 648人 
工学部          2,720人 
農学部            680人 

 

別表(収容定員) 

学
部 

文学部                      
520人 
教育学部          280人 
法学部            620人 
経済学部          840人 
情報文化学部        0人 
情報学部          560人 
理学部          1,080人 
医学部          1,448人 
うち 医師養成に係る分野 648人 
工学部          2,720人 
農学部            680人 

 

 
 
 
 
 
 
 
医学部：医学部(保
健学科)の編入学
廃止による入学定
員変更のため 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

49 三重大学 計画 

別表(収容定員) 

研
究
科 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ学研究科  45人 
 うち修士課程         30人 
      博士課程        15人 

 

別表(収容定員) 

研
究
科 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ学研究科 48人 
うち修士課程       30人 

博士課程       18人 

 

地域イノベーショ
ン学研究科の入学
定員改訂のため 

50 滋賀大学 

目標 

別表 1(学部､研究科等) 

研
究
科 

教育学研究科 

経済学研究科 

 

別表 1(学部､研究科等) 

研
究
科 

教育学研究科 
経済学研究科 
ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ研究科 
連合学校教育学研究科 
(本学は兵庫教育大学大学
院連合学校教育学研究科
の参加校である｡) 

 

平成 31 年度から
ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ研究科
を新設することに
よる変更｡ 
平成 31 年度から
兵庫教育大学大学
院連合学校教育学
研究科に参加する
ことによる変更｡ 
 

計画 

別表(収容定員) 

研
究
科 

教育学研究科         130人 
  うち修士課程        90人 
      専門職学位課程  40人 
経済学研究科         102人 
  うち博士前期課程    84人 
     博士後期課程     18人 

 

別表(収容定員) 

研
究
科 

教育学研究科         110人 
  うち修士課程        70人 
      専門職学位課程   40人 
経済学研究科           82人 
  うち博士前期課程     64人 
      博士後期課程     18人 
ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ研究科        40人 
  うち修士課程         40人 

 

データサイエンス
研究科の設置に伴
う収容定員の変
更。 

52 京都大学 計画 

別表(収容定員) 

学
部 

医学部           1,123人 
うち医師養成に係る分野  638人 

大
学
院 

経済学研究科           220人 
 うち修士課程           88人 
   博士後期課程        132人 
 
経営管理教育部         181人 
 うち博士後期課程       21人 
   専門職学位課程(経営管理) 

160人 
 

別表(収容定員) 

学
部 

医学部                1,089人 
 うち医師養成に係る分野  638
人 

大
学
院 

経済学研究科         215人 
 うち修士課程        140人 
   博士後期課程       75人 
 
経営管理教育部       221人 
 うち博士後期課程      21人 
   専門職学位課程(経営管理) 

200人 
 

 
医学部人間健康科
学科の整備に伴う
学生定員の変更の
ため。 
 
 
経済学研究科及び
経営管理教育部の
整備に伴う学生定
員の変更のため。 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

55 大阪大学 計画 

別表(収容定員) 

研
究
科 

文学研究科     311人 
 うち修士課程       38人 
   博士課程(前期)  150人 
   博士課程(後期)  123人 
人間科学研究科     304人 
うち博士課程(前期)   178人 
  博士課程(後期)   126人 
法学研究科     106人 
 うち博士課程(前期)   70人 
   博士課程(後期)   36人 
経済学研究科     241人 
 うち博士課程(前期)  166人 
   博士課程(後期)   75人 
理学研究科     910人 
 うち博士課程(前期)   532人 
   博士課程(後期)    378人 
医学系研究科      959人 
 うち修士課程         40人 
   博士課程(前期)    162人 
   博士課程(後期)     69人 
   博士課程        688人 
歯学研究科     220人 
 うち博士課程        220人 
薬学研究科     250人 
 うち博士課程(前期)    150人 
   博士課程(後期)     60人 
   博士課程         40人 
工学研究科   2,132人 
 うち博士課程(前期) 1,580人 
   博士課程(後期)   552人 
基礎工学研究科     744人 
 うち博士課程(前期)    534人 
   博士課程(後期)    210人 
言語文化研究科     218人 
 うち博士課程(前期)    134人 
   博士課程(後期)     84人 
国際公共政策研究科    133人 
 うち博士課程(前期)     70人 
   博士課程(後期)     63人 
情報科学研究科     375人 
 うち博士課程(前期)    246人 
   博士課程(後期)    129人 
生命機能研究科     275人 
 うち博士課程        275人 
高等司法研究科     240人 
 うち専門職学位課程     240人 
大阪大学･金沢大学･浜松医科大学 
･千葉大学･福井大学 
連合小児発達学研究科 45人 
 うち博士課程(後期)    45人 

 

別表(収容定員) 

研
究
科 

文学研究科     311人 
 うち修士課程       38人 
   博士課程(前期)  150人 
   博士課程(後期)  123人 
人間科学研究科     304人 
うち博士課程(前期)   178人 
  博士課程(後期)   126人 
法学研究科     106人 
 うち博士課程(前期)   70人 
   博士課程(後期)   36人 
経済学研究科     241人 
 うち博士課程(前期)  166人 
   博士課程(後期)   75人 
理学研究科     910人 
 うち博士課程(前期)   532人 
   博士課程(後期)    378人 
医学系研究科      959人 
 うち修士課程         40人 
   博士課程(前期)    162人 
   博士課程(後期)     69人 
   博士課程        688人 
歯学研究科     175人 
 うち博士課程        175人 
薬学研究科     250人 
 うち博士課程(前期)    150人 
   博士課程(後期)     60人 
   博士課程         40人 
工学研究科   2,132人 
 うち博士課程(前期) 1,580人 
   博士課程(後期)   552人 
基礎工学研究科     744人 
 うち博士課程(前期)    534人 
   博士課程(後期)    210人 
言語文化研究科     218人 
 うち博士課程(前期)    134人 
   博士課程(後期)     84人 
国際公共政策研究科   133人 
 うち博士課程(前期)     70人 
   博士課程(後期)     63人 
情報科学研究科     375人 
 うち博士課程(前期)    246人 
   博士課程(後期)    129人 
生命機能研究科     275人 
 うち博士課程        275人 
高等司法研究科     240人 
 うち専門職学位課程     240人 
大阪大学･金沢大学･浜松医科大学 
･千葉大学･福井大学 
連合小児発達学研究科 45人 
 うち博士課程(後期)    45人 

 

平成 31 年度に行
う歯学研究科口腔
科学専攻の入学定
員の減に伴う変
更。 

56 
大阪教育大
学 

計画 

別表(収容定員) 

研
究
科 

教育学研究科         382人 
 うち修士課程        382人 
連合教職実践研究科    60人 
  うち専門職学位課程  60人 

 

別表(収容定員) 

研
究
科 

教育学研究科         122人 
 うち修士課程        122人 
連合教職実践研究科   300人 
  うち専門職学位課程  300人 

 

大学院改組による
収容定員の変更 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

57 
兵庫教育大
学 

目標 

別表 1(学部､研究科等) 

研
究
科 

学校教育研究科 
連合学校教育学研究科 

 

別表 1(学部､研究科等) 

研
究
科 

学校教育研究科 
連合学校教育学研究科 
構成大学 
 兵庫教育大学(基幹大学) 
 上越教育大学 
 岐阜大学 
 滋賀大学 
 岡山大学 
 鳴門教育大学 

 

 
平成31年4月より,
岐阜大学及び滋賀
大学が本研究科に
構成大学として参
加することから,
既存の構成大学を
含め大学名を明記
するもの 

計画 

別表(収容定員) 

研
究
科 

学校教育研究科         630人 
 うち 修士課程         400人  
    専門職学位課程     230人 
連合学校教育学研究科    96人  
  うち 博士課程         96人 

 

別表(収容定員) 

研
究
科 

学校教育研究科         630人 
 うち 修士課程         290人  
    専門職学位課程     340人 
連合学校教育学研究科   108人  
  うち 博士課程        108人 

 

専門職学位課程
（教職大学院）へ
の段階的移行に伴
う入学定員変更 
 
連合学校教育学研
究科の拡充に伴う
入学定員増 

61 和歌山大学 計画 

別表(収容定員) 

研
究
科 

教育学研究科         90人 
  うち修士課程          60人 
  うち専門職学位課程    30人 
経済学研究科            76人 
  うち修士課程          76人 
ｼｽﾃﾑ工学研究科         282人 
  うち博士前期課程     258人 
  うち博士後期課程      24人 
観光学研究科            36人 
  うち博士前期課程      18人 
  うち博士後期課程      18人 

 

別表(収容定員) 

研
究
科 

教育学研究科         90人 
  うち修士課程          44人 
  うち専門職学位課程    46人 
経済学研究科            76人 
  うち修士課程          76人 
ｼｽﾃﾑ工学研究科         282人 
  うち博士前期課程     258人 
  うち博士後期課程      24人 
観光学研究科            36人 
  うち博士前期課程      18人 
  うち博士後期課程      18人 

 

平成 31 年度に教
育学研究科の入学
定員の変更を行う
ため。 

62 鳥取大学 

目標 

別表 1(学部､研究科等) 

研
究
科 

持続性社会創生科学研究科 
医学系研究科 
工学研究科 
連合農学研究科(鳥取大学､島
根大学､山口大学で構成する
連合大学院) 
 
山口大学大学院連合獣医学研
究科の参加校 

 

別表 1(学部､研究科等) 

研
究
科 

持続性社会創生科学研究科 
医学系研究科 
工学研究科 
連合農学研究科(鳥取大学､島
根大学､山口大学で構成する
連合大学院) 
共同獣医学研究科(H31設置) 
 
山口大学大学院連合獣医学研
究科の参加校(H31募集停止) 

 

山口大学大学院連
合獣医学研究科を
解消し､岐阜大学
と共同獣医学研究
科を設置するため 

計画 

別表(収容定員) 

学
部 

地域学部               680人 
医学部               1,249人 
うち医師養成に係る分野 605人 
工学部               1,800人 
農学部               1,090人 
うち獣医師養成に係る分野210人 

研
究
科 

持続性社会創生科学研究科502人 
  うち修士課程          502人 
医学系研究科            250人 
  うち修士課程           82人 
   博士課程             168人 
工学研究科               63人 
  うち博士課程           63人 
連合農学研究科           57人 
  うち博士課程           57人 
 

 

別表(収容定員) 

学
部 

地域学部               680人 
医学部               1,245人 
うち医師養成に係る分野  605人 
工学部                1,800人 
農学部                1,090人 
うち獣医師養成に係る分野210人 

研
究
科 

持続性社会創生科学研究科502人 
  うち修士課程          502人 
医学系研究科          250人  
うち修士課程             82人 
   博士課程             168人 
工学研究科               63人 
  うち博士課程           63人 
連合農学研究科           57人 
  うち博士課程           57人 
共同獣医学研究科         15人 
 うち博士課程            15人 

 

 
 
医学部保健学科の
３年次編入学定員
を変更するため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
岐阜大学と共同獣
医学研究科を設置
するため。 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

63 島根大学 計画 

別表(収容定員) 

研
究
科 

人文社会科学研究科      24人 
 うち修士課程        24人 
教育学研究科            50人 
 うち修士課程       16人 
   専門職学位課程     34人 
医学系研究科         180人 
 うち博士前期課程      54人 
   博士後期課程     126人 
自然科学研究科       400人 
 うち博士前期課程     400人 
総合理工学研究科       36人 
 うち博士前期課程      0人  
      博士後期課程     36人 
生物資源科学研究科      0人 
 うち修士課程           0人 

 

別表(収容定員) 

研
究
科 

人文社会科学研究科      24人 
 うち修士課程        24人 
教育学研究科            50人 
 うち修士課程       16人 
   専門職学位課程     34人 
医学系研究科         180人 
 うち博士前期課程      54人 
   博士後期課程     126人 
自然科学研究科       400人 
 うち博士前期課程     400人 
総合理工学研究科       36人 
 (削除) 
      博士後期課程     36人 
(削除) 
(削除) 

 

平成 30 年度に総
合理工学研究科
（博士前期課程）
及び生物資源科学
研究科を統合し、
自然科学研究科を
設置したことに伴
い、平成 30年度に
募集を停止した総
合理工学研究科
（博士前期課程）
及び生物資源科学
研究科の収容定員
が０人となるため 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

65 広島大学 

目標 

別表 1(学部,研究科) 

研
究
科 

総合科学研究科 
文学研究科 
教育学研究科 
社会科学研究科 
理学研究科 
先端物質科学研究科 
医歯薬保健学研究科 
工学研究科 
生物圏科学研究科 
国際協力研究科 
   

 
 
法務研究科(法科大学院) 

 

別表 1(学部,研究科) 

研
究
科 

総合科学研究科 
文学研究科 
教育学研究科 
社会科学研究科 
理学研究科 
先端物質科学研究科 
医歯薬保健学研究科(H31 募
集停止) 
工学研究科 
生物圏科学研究科(H31 募集
停止) 
国際協力研究科 
統合生命科学研究科 
医系科学研究科(H31設置) 
法務研究科(法科大学院) 

 

 
総合科学研究科
(一部),理学研究
科(一部),先端物
質科学研究科(一
部),生物圏科学研
究科を統合･再編
した統合生命科学
研究科,及び医歯
薬保健学研究科を
再編した医系科学
研究科を設置する
ため｡ 
 

計画 

別表(収容定員) 

研
究
科 

総合科学研究科         180人 
  うち博士課程前期     120人 
    博士課程後期        60人 
文学研究科             224人 
  うち博士課程前期     128人 
    博士課程後期        96人 
教育学研究科           491人 
  うち博士課程前期     304人 
    博士課程後期       147人 
    専門職学位課程      40人 
社会科学研究科         241人 
  うち博士課程前期     160人 
    博士課程後期        81人 
理学研究科             453人 
  うち博士課程前期     264人 
    博士課程後期       189人 
先端物質科学研究科     218人 
  うち博士課程前期     128人 
    博士課程後期        90人 
医歯薬保健学研究科     606人 
  うち修士課程          24人 
    博士課程前期       128人 
    博士課程後期        66人 
    博士課程           388人 
工学研究科             723人 
  うち博士課程前期     480人 
    博士課程後期       243人 
生物圏科学研究科       245人 
  うち博士課程前期     146人 
    博士課程後期        99人 
国際協力研究科         250人 
  うち博士課程前期     142人 
    博士課程後期       108人  
 
 
 
 
 
 
 
法務研究科             60人 
  うち専門職学位課程   60人 

 

別表(収容定員) 

研
究
科 

総合科学研究科        151人 
  うち博士課程前期    100人 
    博士課程後期       51人 
文学研究科            224人 
  うち博士課程前期    128人 
    博士課程後期       96人 
教育学研究科          491人 
  うち博士課程前期    304人 
    博士課程後期      147人 
    専門職学位課程     40人 
社会科学研究科        241人 
  うち博士課程前期    160人 
    博士課程後期       81人 
理学研究科            290人 
  うち博士課程前期    170人 
    博士課程後期      120人 
先端物質科学研究科    137人 
  うち博士課程前期     80人 
    博士課程後期       57人 
医歯薬保健学研究科     97人 
  うち修士課程          0人 
    博士課程前期        0人 
    博士課程後期        0人 
    博士課程           97人 
工学研究科            723人 
  うち博士課程前期    480人 
    博士課程後期      243人 
生物圏科学研究科        0人 
  うち博士課程前期      0人 
    博士課程後期        0人 
国際協力研究科        250人 
  うち博士課程前期    142人 
    博士課程後期      108人 
統合生命科学研究科    550人 
  うち博士課程前期    340人 
    博士課程後期      210人 
医系科学研究科        518人 
  うち博士課程前期    152人 
    博士課程後期       75人 
    博士課程          291人 
法務研究科             60人 
  うち専門職学位課程   60人 

 

 
総合科学研究科
（一部），理学研究
科（一部），先端物
質科学研究科（一
部），生物圏科学研
究科を統合・再編
した統合生命科学
研究科，及び医歯
薬保健学研究科を
再編した医系科学
研究科を設置する
ことに伴う収容定
員の変更。 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 
変更 
理由 

66 山口大学 

目標 

別表 1(学部･研究科等) 

研
究
科 

人文科学研究科 
教育学研究科 
経済学研究科 
医学系研究科 
創成科学研究科 
東ｱｼﾞｱ研究科 
技術経営研究科 
連合獣医学研究科 
共同獣医学研究科(H30設置) 

 

別表 1(学部･研究科等) 

研
究
科 

人文科学研究科 
教育学研究科 
経済学研究科 
医学系研究科 
創成科学研究科 
東ｱｼﾞｱ研究科 
技術経営研究科 
連合獣医学研究科(H31 募集
停止) 
共同獣医学研究科 

 

 
 
 
 
 
 
 
連合獣医学研究科
の学生募集を停止
したことに伴う変
更 

計画 

別表(収容定員) 

研
究
科 

人文科学研究科       16人 
 うち修士課程        16人 
教育学研究科         82人 
 うち修士課程        54人 
 うち専門職学位課程  28人 
経済学研究科         52人 
 うち修士課程        52人 
医学系研究科        171人 
 うち博士課程       132人 
   博士前期課程      24人 
   博士後期課程      15人 
創成科学研究科    1,024人 
 うち博士前期課程   892人 
   博士後期課程     132人 
東ｱｼﾞｱ研究科         30人 
  うち博士後期課程   30人 
技術経営研究科       30人 
  うち専門職学位課程 30人 
連合獣医学研究科     16人 
  うち博士課程       16人 
共同獣医学研究科     24人 
  うち博士課程       24人 

 

別表(収容定員) 

研
究
科 

人文科学研究科       16人 
 うち修士課程        16人 
教育学研究科         70人 
 うち修士課程        14人 
 うち専門職学位課程  56人 
経済学研究科         52人 
 うち修士課程        52人 
医学系研究科        171人 
 うち博士課程       132人 
   博士前期課程      24人 
   博士後期課程      15人 
創成科学研究科    1,024人 
 うち博士前期課程   892人 
   博士後期課程     132人 
東ｱｼﾞｱ研究科         30人 
  うち博士後期課程   30人 
技術経営研究科       30人 
  うち専門職学位課程 30人 
連合獣医学研究科      4人 
  うち博士課程        4人 
共同獣医学研究科     24人 
  うち博士課程       24人 

 

 
 
教育学研究科の修
士課程の収容定員
の減及び専門職学
位課程の収容定員
の増に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
連合獣医学研究科
の学生募集を停止
したことに伴う変
更 

68 
鳴門教育大
学 

計画 

別表(収容定員) 

研
究
科 

学校教育研究科       600人 
うち修士課程       500人 

     専門職学位課程  100人 

 

別表(収容定員) 

研
究
科 

学校教育研究科      600人 
うち修士課程        240人 
    専門職学位課程  360人 

 

大学院改組（教員
養成機能の教職大
学院への全面移
行）に伴う変更 

72 
福岡教育大
学 

計画 

別表(収容定員) 

研
究
科 

教育学研究科        200人 
 うち修士課程       120人 
   専門職学位課程    80人 

 

別表(収容定員) 

研
究
科 

教育学研究科        160人 
 うち修士課程        80人 
   専門職学位課程    80人 

 

大学院教育学研究
科の入学定員減に
伴う収容定員の変
更。 

74 
九州工業大
学 

計画 

別表(収容定員) 

学
府･

研
究
科 

工学府              573人 
  うち博士前期課程   522人 
    博士後期課程      51人 
情報工学府     432人 
 うち博士前期課程    390人 
    博士後期課程      42人 
生命体工学研究科     352人 
  うち博士前期課程   244人 

博士後期課程   108人 

 
 

別表(収容定員) 

学
府･

研
究
科 

工学府              628人 
  うち博士前期課程    556人 
    博士後期課程       72人 
情報工学府      432人 
 うち博士前期課程     390人 
   博士後期課程        42人 
生命体工学研究科      352人 
  うち博士前期課程    244人 

博士後期課程    108人 

 

平成 31 年度から
の大学院工学府の
改組に伴い、収容
定員を変更する 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

75 佐賀大学 

目標 

別表 1(学部､研究科等) 

学
部 

教育学部 
芸術地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ学部 
経済学部 
医学部 
理工学部 
農学部 
文化教育学部(H28募集停止) 

研
究
科 

学校教育学研究科 
地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究科 
医学系研究科 
(新規) 
(新規) 
工学系研究科 
農学研究科 
(鹿児島大学大学院連合農学
研究科参加校) 

 

別表 1(学部､研究科等) 

学
部 

教育学部 
芸術地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ学部 
経済学部 
医学部 
理工学部 
農学部 
(削除) 

研
究
科 

学校教育学研究科 
地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究科 
医学系研究科 
先進健康科学研究科 
理工学研究科 
工学系研究科 
農学研究科 
(鹿児島大学大学院連合農
学研究科参加校) 

 

 
 
 
 
 
 
H28 年度学部名称
変更に伴う修正 

 

 
先進健康科学研究
科及び理工学研究
科の設置による変
更｡ 

計画 

別表(収容定員) 

学
部 

教育学部                480人 
  うち教員養成に係る分野480人 
芸術地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ学部      450人 
経済学部              1,040人 
医学部                  860人 
  うち医師養成に係る分野620人 
理工学部              2,000人 
農学部                  600人 
文化教育学部              0人 

研
究
科 

学校教育学研究科        40人 
  うち専門職学位課程    40人 
地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究科        40人 
  うち修士課程          40人 
医学系研究科           162人 
  うち修士課程          62人 
   博士課程            100人 
(新規) 
 
(新規) 
 
工学系研究科           440人 
  うち博士前期課程     368人 
      博士後期課程      72人 
農学研究科              80人 
  うち修士課程          80人 

 

別表(収容定員) 

学
部 

教育学部                480人 
  うち教員養成に係る分野480人 
芸術地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ学部      450人 
経済学部              1,040人 
医学部                  860人 
  うち医師養成に係る分野620人 
理工学部              1,965人 
農学部                  590人 
(削除) 

研
究
科 

学校教育学研究科        40人 
  うち専門職学位課程    40人 
地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究科        40人 
  うち修士課程          40人 
医学系研究科           100人 
  うち修士課程           0人 
   博士課程            100人 
先進健康科学研究科     104人 
  うち修士課程         104人 
理工学研究科           334人 
  うち修士課程         334人 
工学系研究科            72人 
  うち博士前期課程       0人 
      博士後期課程      72人 
農学研究科              64人 
  うち修士課程          64人 

 

 

 

 

 

理工学部及び農学
部の改組に伴う変
更。 
 
 
 
 
 
 
医学系研究科，工
学系研究科及び農
学研究科の改組ま
た先進健康科学研
究科及び理工学研
究科の設置に伴う
変更。 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

77 熊本大学 

目標 

別表 1(学部研究科等) 

研
究
科
等 

教育研究科 
社会文化科学研究科 
自然科学研究科(H30 募集停
止) 
自然科学教育部 
医学教育部 
保健学教育部 
薬学教育部 

 

別表 1(学部研究科等) 

研
究
科
等 

教育研究科 
社会文化科学教育部 
自然科学研究科(H30 募集停
止) 
自然科学教育部 
医学教育部 
保健学教育部 
薬学教育部 

 

平成 31年 4月 1日
付けで社会文化科
学研究科の名称を
社会文化科学教育
部に変更し､改組
するため｡ 
 

計画 

別表(収容定員) 

研
究
科
等 

社会文化科学研究科    191人 
 うち博士前期課程     146人 
   博士後期課程        45人 

 

別表(収容定員) 

研
究
科
等 

社会文化科学教育部   191人 
 うち博士前期課程    146人 
   博士後期課程       45人 

 

平成 31 年４月１
日付けで社会文化
科学研究科の名称
を社会文化科学教
育部に変更し、改
組するため。 

80 鹿児島大学 

目標 

別表 1(学部,研究科) 

研
究
科 

人文社会科学研究科 
教育学研究科 
保健学研究科 
理工学研究科 
農学研究科 
水産学研究科 
 
医歯学総合研究科 
臨床心理学研究科 
共同獣医学研究科 
連合農学研究科 
    参加大学 
       佐賀大学 
       琉球大学 
連合獣医学研究科 

 

    山口大学大学院 
   連合獣医学研究科に参加 

 

別表 1(学部,研究科) 

研
究
科 

人文社会科学研究科 
教育学研究科 
保健学研究科 
理工学研究科 
農学研究科  (H31募集停止) 
水産学研究科(H31募集停止) 
農林水産学研究科 
医歯学総合研究科 
臨床心理学研究科 
共同獣医学研究科 
連合農学研究科 
    参加大学 
       佐賀大学 
       琉球大学 
連合獣医学研究科(H31 募集
停止) 
    山口大学大学院 
   連合獣医学研究科に参加 

 

 
 
 
 
 
農学研究科と水産
学研究科を統合
し､農林水産学研
究科を平成 31 年
度に設置すること
に伴う変更 
 

計画 

別表(収容定員) 

研
究
科 

人文社会科学研究科     74人 
  うち修士課程         56人 
      博士課程         18人 
教育学研究科           76人 
  うち修士課程         44人 
 うち専門職学位課程    32人 
保健学研究科           62人 
  うち修士課程         44人 
      博士課程         18人 
理工学研究科          644人 
  うち修士課程        572人 
      博士課程         72人 
農学研究科            138人 
  うち修士課程        138人 
水産学研究科           64人 
  うち修士課程         64人 
 
 
医歯学総合研究科      220人 
  うち修士課程         20人 
      博士課程        200人 
臨床心理学研究科       30人 
  うち専門職学位課程   30人 
共同獣医学研究科       24人 
 うち博士課程          24人 
連合農学研究科         69人 
  うち博士課程         69人 

 

別表(収容定員) 

研
究
科 

人文社会科学研究科     74人 
  うち修士課程         56人 
      博士課程         18人 
教育学研究科           76人 
  うち修士課程         44人 
 うち専門職学位課程    32人 
保健学研究科           62人 
  うち修士課程         44人 
      博士課程         18人 
理工学研究科          644人 
  うち修士課程        572人 
      博士課程         72人 
農学研究科              0人 
  うち修士課程          0人 
水産学研究科            0人 
  うち修士課程          0人 
農林水産学研究科      202人 
  うち修士課程        202人 
医歯学総合研究科      220人 
  うち修士課程         20人 
      博士課程        200人 
臨床心理学研究科       30人 
  うち専門職学位課程   30人 
共同獣医学研究科       24人 
 うち博士課程          24人 
連合農学研究科         69人 
  うち博士課程          69人 

 

農学研究科と水産
学研究科を統合
し、農林水産学研
究科を平成 31 年
度に設置すること
に伴う変更 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

82 琉球大学 計画 

別表(収容定員) 

研
究
科 

人文社会科学研究科        
102人 
 うち 修士課程         90人 
 博士課程         12人 
観光科学研究科     12人 
 うち 修士課程        12人 
教育学研究科     64人 
 うち 修士課程        36人 
 専門職学位課程  28人 
医学研究科    150人 
 うち 修士課程        30人 
 博士課程       120人 
保健学研究科     29人 
 うち 修士課程        20人 
 博士課程         9人 
理工学研究科    326人 
 うち 修士課程       290人 
 博士課程        36人 
農学研究科     70人 
 うち 修士課程        70人 
法務研究科     48人 
 うち 専門職学位課程  48人 

 

別表(収容定員) 

研
究
科 

人文社会科学研究科        
102人 
 うち 修士課程         90人 
 博士課程         12人 
観光科学研究科     12人 
 うち 修士課程        12人 
教育学研究科     64人 
 うち 修士課程        24人 
 専門職学位課程  40人 
医学研究科    150人 
 うち 修士課程        30人 
 博士課程       120人 
保健学研究科     29人 
 うち 修士課程        20人 
 博士課程         9人 
理工学研究科    326人 
 うち 修士課程       290人 
 博士課程        36人 
農学研究科     70人 
 うち 修士課程        70人 
法務研究科     48人 
 うち 専門職学位課程  48人 

 

教育学研究科特別
支援教育専攻の廃
止、教科教育専攻
の定員減及び高度
教職実践専攻設置
（平成３１年４
月）に伴う変更 
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募集停止に伴う学部・研究科名の削除 １０法人 

番
号 

法人名 変更区分 学部・研究科名 

08 弘前大学 目標・計画 人文学部 

09 岩手大学 目標・計画 工学部 

21 千葉大学 目標・計画 

人文社会科学研究科 
理学研究科 
工学研究科 
融合科学研究科 

28 東京工業大学 目標・計画 
理学部 
工学部 
生命理工学部 

31 電気通信大学 目標・計画 情報理工学部 

41 信州大学 目標・計画 経済学部 

45 名古屋大学 目標・計画 
文学研究科 
国際言語文化研究科 
情報科学研究科 

63 島根大学 目標・計画 生物資源科学研究科 

67 徳島大学 目標・計画 工学部 

71 高知大学 目標・計画 
人文学部 
農学部 
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○教育関係共同利用拠点の認定等に伴う変更 １１法人 

番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 

変更前 変更案 

13 山形大学 目標 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点） 

【教育関係共同利用拠点】 
地方中小規模大学の教育実践力の開発・向上を
支援する連携・体験型拠点（教育開発連携支援
センター） 

 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点） 
 

（削除） 

16 筑波大学 目標 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点） 

【教育関係共同利用拠点】 
日本語・日本事情遠隔教育拠点（筑波大学グロ
ーバルコミュニケーション教育センター） 
ナチュラルヒストリーに根ざした山岳科学教
育拠点（筑波大学山岳科学センター） 
 
 
 

 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点） 

【教育関係共同利用拠点】 
日本語・日本事情遠隔教育拠点（筑波大学グロ
ーバルコミュニケーション教育センター） 
ナチュラルヒストリーに根ざした山岳科学教
育拠点（筑波大学山岳科学センター） 
多様な発達特性を有する学生に対する支援人
材教育拠点（筑波大学ダイバーシティ・アクセ
シビリティ・キャリアセンター） 

 

34 新潟大学 目標 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点） 

【教育関係共同利用拠点】 
理学部附属臨海実験所 
農学部附属フィールド科学教育研究センター
佐渡ステーション 

 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点） 

【教育関係共同利用拠点】 
佐渡自然共生科学センター演習林 
佐渡自然共生科学センター臨海実験所 
 

 

38 金沢大学 目標 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点） 

【教育関係共同利用拠点】 
環日本海域環境研究センター 臨海実験施設 
国際基幹教育院高等教育開発・支援部門 

 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点） 

【教育関係共同利用拠点】 
環日本海域環境研究センター 臨海実験施設 
（削除） 

 

41 信州大学 目標 

別表２（教育関係共同利用拠点） 
中部高冷地域における農業・環境教育共同利用
拠点－高冷地野菜，畜産と環境を組み合わせた
フィールド教育－（信州大学農学部附属アルプ
ス圏フィールド科学教育研究センター野辺山
農場） 
南信州を舞台とした自然の成り立ちから山の
生業までを学ぶ教育関係共同利用拠点（農学部
附属アルプス圏フィールド科学教育研究セン
ター演習林） 

 

別表２（教育関係共同利用拠点） 
中部高冷地域における農業・環境教育共同利用
拠点－高冷地野菜，畜産と環境を組み合わせた
フィールド教育－（信州大学農学部附属アルプ
ス圏フィールド科学教育研究センター野辺山
農場） 
信州を舞台とした自然の成り立ちから山の生
業までを学ぶ教育関係共同利用拠点（農学部附
属アルプス圏フィールド科学教育研究センタ
ー演習林） 

 

58 神戸大学 目標 

別表２（教育関係共同利用拠点） 
農場と食卓をつなぐフィールド教育拠点（大学
院農学研究科附属食資源教育研究センター） 
 
グローバル海上輸送に関わる海事技術・海洋環
境とヒューマンファクタの教育のための共同
利用拠点（大学院海事科学研究科附属練習船深
江丸） 
 
都市域沿岸の海洋生物・生態系と環境管理に関
わる教育共同利用拠点（自然科学系先端融合研
究環内海域環境教育研究センターマリンサイ
ト） 
 

 

別表２（教育関係共同利用拠点） 
農場と食卓をつなぐ先端農業フィールド教育
拠点（大学院農学研究科附属食資源教育研究セ
ンター） 
海洋分野に関わる海事技術・海洋環境・ヒュー
マンファクタを学ぶ海上アクティブラーニン
グ教育環境の共同利用拠点（大学院海事科学研
究科附属練習船深江丸） 
 
内海域の海洋生物・生態系と環境管理を学ぶ教
育共同利用拠点 
（神戸大学内海域環境教育研究センターマリ
ンサイト） 
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番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 

変更前 変更案 

63 島根大学 目標 

別表２（教育関係共同利用拠点） 
日本海島嶼生物のフィールド資源教育共同利
用拠点 
（生物資源科学部附属生物資源教育研究セン
ター隠岐臨海実験所） 

 

別表２（教育関係共同利用拠点） 
日本海の離島生態系と海洋環境の関わりを考
えるフィールド教育共同利用拠点 
（生物資源科学部附属生物資源教育研究セン
ター隠岐臨海実験所） 

 

65 広島大学 目標 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点） 

【教育関係共同利用拠点】 
  生物生産学部附属練習船豊潮丸 
  生物圏科学研究科附属瀬戸内圏 
  フィールド科学教育研究センター 
  西条ステーション（農場） 
  生物圏科学研究科附属瀬戸内圏 
  フィールド科学教育研究センター 
  竹原ステーション（水産実験所） 

 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点） 

【教育関係共同利用拠点】 
  生物生産学部附属練習船豊潮丸 
  生物圏科学研究科附属瀬戸内圏 
  フィールド科学教育研究センター 
  西条ステーション（農場） 
  生物圏科学研究科附属瀬戸内圏 
  フィールド科学教育研究センター 
  竹原ステーション（水産実験所） 
  理学研究科附属臨海実験所 

 

75 佐賀大学 目標 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点） 

【教育関係共同利用拠点】 
「教職員の組織的な研修等の共同利用拠点
（ICT 活用教育）」（全学教育機構（クリエイ
ティブ・ラーニングセンター）） 

 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点） 
 
（削除） 

77 熊本大学 目標 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点） 

【教育関係共同利用拠点】 
くまもと水循環・減災研究教育センター・合津
マリンステーション 

 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点） 

【教育関係共同利用拠点】 
くまもと水循環・減災研究教育センター・合津
マリンステーション 
教授システム学研究センター 

 

80 鹿児島大学 目標 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点） 

【教育関係共同利用拠点】 
熱帯・亜熱帯水域における洋上教育のための共
同利用拠点 
（鹿児島大学水産学部附属練習船かごしま丸） 
 
鹿児島の自然環境と 100 年の森林から学ぶ森
林・環境・防災教育拠点 
（鹿児島大学農学部附属高隈演習林） 

 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点） 

【教育関係共同利用拠点】 
熱帯・亜熱帯水域における洋上教育のための共
同利用拠点 
（鹿児島大学水産学部附属練習船かごしま丸） 
 

鹿児島の自然とくらしと林業をつなぐ学びの

森拠点 

（鹿児島大学農学部附属高隈演習林） 
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○ 共同利用・共同研究拠点の改組等に伴う変更 ４法人 

番
号 

法人名 
変更
区分 変更内容 変更理由 

08 弘前大学 目標 

◆ 中期目標の期間及び教育研究組織 
２ 教育研究組織 
この中期目標を達成するため，別表に記載する学
部，研究科を置く。 
 
（略） 
 
 
 
（新設） 

◆ 中期目標の期間及び教育研究組織 
２ 教育研究組織 
この中期目標を達成するため，別表１に記載する学部，
研究科並びに別表２に記載する共同利用・共同研究拠
点を置く。 
（略） 
 
別表２（共同利用・共同研究拠点） 

【共同利用・共同研究拠点】 
被ばく医療総合研究所 

 

14 福島大学 目標 

◆ 中期目標の期間及び教育研究組織 
２ 教育研究組織 
この中期目標を達成するため，別表１に記載する
学群，研究科を置く。 
 
（略） 
 
 
 
（新設） 

◆ 中期目標の期間及び教育研究組織 
２ 教育研究組織 
この中期目標を達成するため、別表１に記載する学群、
研究科並びに別表２に記載する共同利用・共同研究拠
点を置く。 
（略） 
 
別表２（共同利用・共同研究拠点） 

【共同利用・共同研究拠点】 
環境放射能研究所 

 

16 筑波大学 目標 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利
用拠点 
【共同利用・共同研究拠点】 
計算科学研究センター 
つくば機能植物イノベーション研究センター
遺伝子実験センター 
 
 

 
 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点 

【共同利用・共同研究拠点】 
計算科学研究センター 
つくば機能植物イノベーション研究センター
遺伝子実験センター 
アイソトープ環境動態研究センター 
 

 

45 名古屋大学 目標 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利
用拠点 
【共同利用・共同研究拠点】 
宇宙地球環境研究所 
未来材料・システム研究所 
情報基盤センター 

 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点 

【共同利用・共同研究拠点】 
宇宙地球環境研究所 
未来材料・システム研究所 
情報基盤センター 
低温プラズマ科学研究センター 
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○ 国際共同利用・共同研究拠点の認定に伴う変更 ４法人 

番
号 

法人名 
変更
区分 

変更前 変更案 

10 東北大学 

目標 

◆ 中期目標の期間及び教育研究組織 
２ 教育研究組織 
この中期目標を達成するため、別表１に記載する
学部及び研究科等並びに別表２に記載する共同利
用・共同研究拠点及び教育関係共同利用拠点を置
く。 
 
別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利
用拠点） 
 
 
 
【共同利用・共同研究拠点】 
金属材料研究所 
加齢医学研究所 
流体科学研究所 
電気通信研究所 
多元物質科学研究所 
電子光理学研究センター 
サイバーサイエンスセンター 

 
 

◆ 中期目標の期間及び教育研究組織 
２ 教育研究組織 
この中期目標を達成するため、別表１に記載する学部
及び研究科等並びに別表２に記載する国際共同利用・
共同研究拠点、共同利用・共同研究拠点及び教育関係
共同利用拠点を置く。 
 
別表２（国際共同利用・共同研究拠点、共同利用・共
同研究拠点、教育関係共同利用拠点） 

【国際共同利用・共同研究拠点】 
金属材料研究所 
 
【共同利用・共同研究拠点】 
（削除） 
加齢医学研究所 
流体科学研究所 
電気通信研究所 
多元物質科学研究所 
電子光理学研究センター 
サイバーサイエンスセンター 

 

計画 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を
達成するためにとるべき措置 

 
2 研究に関する目標を達成するための措置 
 
（2）研究実施体制等に関する目標を達成するため

の措置 
 
②-4共同利用・共同研究拠点の機能強化 
 

共同利用・共同研究拠点が大学の枠を超え
て学術研究の中核として全国的な研究レベ
ルの向上に寄与するとともに本学の強み・特
色の重点化にも貢献するため、材料科学、情
報通信、加齢医学、流体科学、物質・デバイ
ス科学、計算科学、電子光理学等の強みを活
かして、国内外の研究機関との連携をはじめ
とする開かれた共同利用・共同研究の組織的
推進など業務運営の更なる強化を進める。
（No.33） 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成
するためにとるべき措置 
 
2 研究に関する目標を達成するための措置 
 
（2）研究実施体制等に関する目標を達成するための措
置  
 
②-4国際共同利用・共同研究拠点及び共同利用・共同

研究拠点の機能強化 
 国際共同利用・共同研究拠点及び共同利用・共
同研究拠点が大学の枠を超えて学術研究の中核
として全国的な研究レベルの向上に寄与すると
ともに本学の強み・特色の重点化にも貢献するた
め、材料科学、情報通信、加齢医学、流体科学、
物質・デバイス科学、計算科学、電子光理学等の
強みを活かして、国内外の研究機関との連携をは
じめとする開かれた共同利用・共同研究の組織的
推進など業務運営の更なる強化を進める。
（No.33） 
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番
号 

法人名 
変更
区分 

変更前 変更案 

22 東京大学 目標 

◆ 中期目標の期間及び教育研究組織 
２ 教育研究組織 
この中期目標を達成するため、別表１に記載する
学部及び研究科等並びに別表２に記載する共同利
用・共同研究拠点及び教育関係共同利用拠点を置
く。 
 
別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利
用拠点） 
 
 
 
 
【共同利用・共同研究拠点】 
医科学研究所 
地震研究所 
社会科学研究所附属社会調査・データアーカイ
ブ研究センター 
史料編纂所 
宇宙線研究所 
物性研究所 
大気海洋研究所 
空間情報科学研究センター 
情報基盤センター 
素粒子物理国際研究センター 
 
【教育関係共同利用拠点】 
三浦半島の多様な生物種を活用する国際海洋
教育共同利用拠点 
（大学院理学系研究科附属臨海実験所） 

 

◆ 中期目標の期間及び教育研究組織 
２ 教育研究組織 
この中期目標を達成するため、別表１に記載する学部
及び研究科等並びに別表２に記載する国際共同利用・
共同研究拠点、共同利用・共同研究拠点及び教育関係
共同利用拠点を置く。 
 
別表２（国際共同利用・共同研究拠点、共同利用・共
同研究拠点、教育関係共同利用拠点） 

【国際共同利用・共同研究拠点】 
医科学研究所 
宇宙線研究所 
 
【共同利用・共同研究拠点】 
（削除） 
地震研究所 
社会科学研究所附属社会調査・データアーカイ
ブ研究センター 
史料編纂所 
（削除） 
物性研究所 
大気海洋研究所 
空間情報科学研究センター 
情報基盤センター 
素粒子物理国際研究センター 
 
【教育関係共同利用拠点】 
三浦半島の多様な生物種を活用する国際海洋
教育共同利用拠点 
（大学院理学系研究科附属臨海実験所） 
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番
号 

法人名 
変更
区分 

変更前 変更案 

22 東京大学 計画 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を
達成するためにとるべき措置  

 
１ （略） 
 
２ 研究に関する目標を達成するための措置 
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を

達成するための措置 
 
 ①-1 （略） 
 ①-2 共同利用・共同研究拠点においては、大学

の枠を超えて国内外の研究者の知を結集す
るとともに、研究情報を国内外に提供ある
いは発信し、当該分野の学術研究を効率的・
効果的に推進する。さらに、共同研究の成果
や活動のアウトリーチを強化し、研究の社
会への発信や国際研究交流を促進する。
【24】 

 
 
（２） （略） 
 
 ３・４ （略） 
 
５ その他の目標を達成するための措置 
（１）（略） 
 
（２） 附属病院に関する目標を達成するための

措置 
 
 ①-1 から ①-4 （略） 
 ①-5  医科学研究所附属病院は、時代の要請

に応じ、新規予防・治療法開発に向けて橋渡
し研究・早期臨床試験の拡充と人材育成を
推進し、国立大学共同利用・共同研究拠点研
究所附属のユニークなプロジェクト病院と
して、学内・学外の先端医療開発の支援にも
取り組む。【49】 

 
（３） （略） 
 
ⅡからⅦ （略） 
 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成
するためにとるべき措置  
 
１ （略） 
 
２ 研究に関する目標を達成するための措置 
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成
するための措置 
 
①-1 （略） 
①-2  国際共同利用・共同研究拠点及び共同利    

用・共同研究拠点においては、大学の枠を超え
て国内外の研究者の知を結集するとともに、研
究情報を国内外に提供あるいは発信し、当該分
野の学術研究を効率的・効果的に推進する。さ
らに、共同研究の成果や活動のアウトリーチを
強化し、研究の社会への発信や国際研究交流を
促進する。【24】 

 
（２） （略） 
 
 ３・４ （略） 
 
５ その他の目標を達成するための措置 
（１）（略） 
 
（２）  附属病院に関する目標を達成するための措

置 
 
①-1 から ①-4 （略）） 
①-5  医科学研究所附属病院は、時代の要請に応

じ、新規予防・治療法開発に向けて橋渡し研究・
早期臨床試験の拡充と人材育成を推進し、国立
大学国際共同利用・共同研究拠点研究所附属の
ユニークなプロジェクト病院として、学内・学
外の先端医療開発の支援にも取り組む。【49】 

 
（３） （略） 
 
ⅡからⅦ （略） 
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番
号 

法人名 
変更
区分 

変更前 変更案 

52 京都大学 

目標 

◆ 中期目標の期間及び教育研究組織 
２ 教育研究組織 
この中期目標を達成するため、別表１に記載する
学部、研究科等及び別表２に記載する共同利用・共
同研究拠点、教育関係共同利用拠点を置く。 
 
 （略） 
２ 研究に関する目標 
  本学が創立以来培ってきた自由の学風と、対
話を根幹とした自学自習のもと、自主独立と創造
の精神を涵養し、多元的な課題の解決に挑戦して、
地球社会の調和ある共存に貢献すべく、基盤的研
究を重視しつつ、先端的、独創的、学際的研究を推
進する。また、世界を先導する国際的研究拠点機能
を高めるほか、共同利用・共同研究拠点において、
異分野融合・新分野創成に向けた取組等を推進す
る。 
 
 
（略） 
【17】共同利用・共同研究拠点においては、学問領
域の特性を生かしつつ、拠点の枠を越えた連携に
よる異分野融合・新分野創成に向けた取組を推進
するとともに、海外機関との連携や情報発信力を
強化する。 
 
別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利
用拠点） 
 
 
 
【共同利用・共同研究拠点】 
大学院生命科学研究科附属放射線生物研究セ
ンター 
化学研究所  
人文科学研究所  
（略） 
経済研究所  
数理解析研究所  
複合原子力科学研究所  
（略） 
 

 
 
 
 

◆ 中期目標の期間及び教育研究組織 
２ 教育研究組織 
この中期目標を達成するため、別表１に記載する学部、
研究科等及び別表２に記載する国際共同利用・共同研
究拠点、共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点を置く。 
 （略） 
２ 研究に関する目標 
  本学が創立以来培ってきた自由の学風と、対話を
根幹とした自学自習のもと、自主独立と創造の精神を
涵養し、多元的な課題の解決に挑戦して、地球社会の
調和ある共存に貢献すべく、基盤的研究を重視しつつ、
先端的、独創的、学際的研究を推進する。また、世界
を先導する国際的研究拠点機能を高めるほか、国際共
同利用・共同研究拠点及び共同利用・共同研究拠点に
おいて、異分野融合・新分野創成に向けた取組等を推
進する。 
 
 
（略） 
【17】国際共同利用・共同研究拠点及び共同利用・共
同研究拠点においては、学問領域の特性を活かしつつ、
拠点の枠を越えた連携による異分野融合・新分野創成
に向けた取組を推進するとともに、海外機関との連携
や情報発信力を強化する。 
 
別表２（国際共同利用・共同研究拠点、共同利用・共
同研究拠点、教育関係共同利用拠点） 

【国際共同利用・共同研究拠点】 
化学研究所 
数理解析研究所 

【共同利用・共同研究拠点】 
大学院生命科学研究科附属放射線生物研究セ
ンター 
（削除） 
人文科学研究所  
（略）  
経済研究所  
（削除） 
複合原子力科学研究所 
（略） 
 

 

計画 

【22】研究連携基盤内の未踏科学研究ユニットを
活用し、異分野融合による新たな学術分野
の創成を促進する取組を通じて、共同利用・
共同研究拠点の運営基盤を確保しつつ組織
間の連携強化を図り、研究力強化やグロー
バル化を推進する。 

 
【23】共同利用・共同研究拠点において、国際ネッ

トワークを形成して国際共同研究や人材交
流を推進するため、柔軟な人事制度や研究
環境の整備を行う。また、拠点の活動実態や
所属研究者の最新の動向に係る情報発信を
国内外に向けて積極的に行う。 

【22】研究連携基盤内の未踏科学研究ユニットを活用
し、異分野融合による新たな学術分野の創成を促進す
る取組を通じて、国際共同利用・共同研究拠点及び共
同利用・共同研究拠点の運営基盤を確保しつつ組織間
の連携強化を図り、研究力強化やグローバル化を推進
する。 
 
【23】国際共同利用・共同研究拠点及び共同利用・共
同研究拠点において、国際ネットワークを形成して国
際共同研究や人材交流を推進するため、柔軟な人事制
度や研究環境の整備を行う。また、拠点の活動実態や
所属研究者の最新の動向に係る情報発信を国内外に向
けて積極的に行う。 
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番
号 

法人名 
変更
区分 

変更前 変更案 

55 大阪大学 

目標 

◆ 中期目標の期間及び教育研究組織 
２ 教育研究組織 
 この中期目標を達成するため、別表１に記載す
る学部及び研究科を、別表２に記載する共同利用・
共同研究拠点及び教育関係共同利用拠点を置く。 
 
 
別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利
用拠点） 
 
 
 
【共同利用・共同研究拠点】 
微生物病研究所 
産業科学研究所 
蛋白質研究所 
社会経済研究所 
接合科学研究所 
レーザー科学研究所 
核物理研究センター 
サイバーメディアセンター 
 
 
【教育関係共同利用拠点】 
日本語・日本文化教育研修共同利用拠点 
（大阪大学日本語日本文化教育センター） 

 

◆ 中期目標の期間及び教育研究組織 
２ 教育研究組織 
 この中期目標を達成するため、別表１に記載する学
部及び研究科を、別表２に記載する国際共同利用・共
同研究拠点、共同利用・共同研究拠点及び教育関係共
同利用拠点を置く。 
 
別表２（国際共同利用・共同研究拠点、共同利用・共
同研究拠点、教育関係共同利用拠点） 

【国際共同利用・共同研究拠点】 
核物理研究センター 
 
【共同利用・共同研究拠点】 
微生物病研究所 
産業科学研究所 
蛋白質研究所 
社会経済研究所 
接合科学研究所 
レーザー科学研究所 
（削除） 
サイバーメディアセンター 
 
 
【教育関係共同利用拠点】 
日本語・日本文化教育研修共同利用拠点 
（大阪大学日本語日本文化教育センター） 

 

計画 

 
 
 
 
 
（新規） 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成
するためにとるべき措置 
２ 研究に関する目標を達成するための措置 
（２）研究実施体制等に関する目標を達成するための
措置 
７－４．国際共同利用・共同研究拠点としての質の高
い研究資源と優れた国際協力体制を最大限に活用す
ることで、国内外の学術研究機関のハブとして基礎
研究、異分野融合研究及び産学共創の国際展開を推
進する。 
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○重点的に取り組む新たな構想が具体化したこと等に伴う変更 ７法人 

・指定国立大学法人の指定に伴う変更 １法人 

番
号 

法人名 
変更 
区分 

変更内容 

変更前 変更案 

55 大阪大学 目標 

（前文）大学の基本的な目標 
世界には、民族、宗教、言語、制度、習慣などの多
様性が存在する。この多様性は、革新的なイノベー
ションの創出や心豊かな人類社会の営みにとって不
可欠である一方で、時として、グローバル社会の健
全な発展にとっての障壁にもなりうる。21世紀の人
類は、こうした様々な要因が複雑に絡み合って噴出
する社会的問題を解決するとともに、最先端の科学
や技術開発がもたらす恩恵等を通して、人間性豊か
な社会を構築しなければならない。そして、それを
成し遂げるためには、学問の府である大学が、学問
を介して多様な知の協奏と共創の場になることが必
須である。未来を切り拓く原動力はここから生まれ
る。 
 
こうした背景を踏まえ、大阪大学は、その源流であ
る懐徳堂と適塾の精神を継承し、大阪・関西の地か
ら世界に開かれ、世界に貢献する大学として、世界
各地より集まる優れた頭脳と才能が互いに切磋琢磨
し、その潜在力を最大限に引き出しうる充実した教
育研究環境を提供する。 
新たに構築する教育研究プラットホームでは、異分
野融合による新学術領域の創成や専門分野を超えた
能動的な知の統合学修を通じて、様々な要因が複雑
に絡み合っている地球規模の社会的問題を独創的な
アプローチで解決するとともに、最先端の科学や技
術の発展を推進し、人間性豊かな社会の創造に大き
く貢献する人材を輩出する。その結果として、グロ
ーバル社会の期待に応える世界屈指の研究型総合大
学への進化を目指す。 

大阪大学は、学問の真髄を極める高いレベルの教
育研究を追求するとともに、学問を介して、知識、
技能、経験、立場などの多様性を有する人々の相互
理解と協働によるコラボレーティブ・イノベーショ
ンを推進する。また、「地域に生き世界に伸びる」
をモットーとする本学は、国立大学法人としての社
会的な責任を自覚し、さらに大阪の市民の力によっ
て生まれた創建の経緯を踏まえつつ、国内外の市民
や行政、経済、産業界などの幅広いパートナーと手
を携え、社会とともに歩む大学でありたい。さらに
本学は、持続的に発展し活力ある社会を創出するた
めの変革を担う人材の育成や新たな価値の創成とい
った、グローバル社会が求める負託に応えていくも
のである。 

（前文）大学の基本的な目標 
世界には、民族、宗教、言語、制度、習慣などの多
様性が存在する。この多様性は、革新的なイノベー
ションの創出や人類社会の発展にとって不可欠であ
る一方で、時として、グローバル社会の健全な発展
にとっての障壁にもなりうる。21世紀の人類は、こ
うした様々な要因が複雑に絡み合って噴出する社会
的課題を解決するとともに、最先端の科学や技術開
発がもたらす恩恵等を通して、人間性豊かな社会を
構築しなければならない。そして、それを成し遂げ
るためには、学問の府である大学が、学問を介して
多様な知の協奏と共創の場になることが必須であ
る。未来を切り拓く原動力はここから生まれる。 
 
こうした背景を踏まえ、大阪大学は、その源流であ
る懐徳堂と適塾の精神を継承し、優れた頭脳と才能
が互いに切磋琢磨し、その潜在力を最大限に引き出
しうる充実した環境を提供し、世界最高水準の教育
研究を目指す。世界に貢献する大学として、異分野
融合による新学術領域の創成や専門分野を超えた能
動的な知の統合学修を通じて、様々な要因が複雑に
絡み合っている地球規模の社会的課題を独創的なア
プローチで解決するとともに、最先端の科学や技術
の発展を推進し、人間性豊かな社会の創造に大きく
貢献する人材を輩出する。 
 
 
 
 
大阪大学は、学問の真髄を極める卓越した教育研究
を追求するとともに、学問を介して、知識、技能、
経験、立場などの多様性を有する人々との相互理解
と協働を通じて、イノベーションを創出する。「地
域に生き世界に伸びる」をモットーとする大阪大学
は、国内外の市民や行政、経済、産業界などの幅広
いパートナーと手を携え、社会と大学が「知と力」
を合わせた創造的な活動を展開するという共創を通
じて、優れた成果を世界に還元する。そして、社会
変革に貢献する世界屈指のイノベーティブな大学を
目指して、持続的に発展し活力ある社会を創出する
人材の育成や新たな価値の創成といった、グローバ
ル社会が求める負託に応えていく。 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
１ 教育に関する目標 
（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 
１．コラボレーティブ・イノベーションを推進する
ため、学問の真髄を極める能力である高度な専門知
識と豊かな教養、高いデザイン力を有し、社会を牽
引することができる「知」を備えた人材を育成する。 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
１ 教育に関する目標 
（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 
１．イノベーションを創出するため、高度な専門知
識と豊かな教養、深い国際性と高いデザイン力を有
し、社会を牽引することができる「知」を備えた人
材を育成する。 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

変更内容 

変更前 変更案 

55 大阪大学 目標 

（２）教育の実施体制等に関する目標 
２．学問を介した多様な知の協奏と共創を実現する
ための教育研究拠点として教育の質向上を恒常的に
行う体制を整え、教育成果を有効にあげられる組織
の構築と教育力の強化に取り組むとともに、グロー
バルな教育交流の実現に向けた教育体制の国際標準
化を進める。 
 

（２）教育の実施体制等に関する目標 
２．世界最高水準の教育研究拠点として教育の質向
上を恒常的に行う体制を整え、教育成果を有効にあ
げられる組織の構築と教育のグローバル化を図り、
教育力の強化に取り組む。 

２ 研究に関する目標 
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 
５．社会変革をもたらすイノベーションの推進や心
豊かで平和な社会の実現のため、学内の多様性を強
みとした異分野融合による新たな学術領域の創造、
学術研究の推進により、学問の真髄を極める基礎・
基盤研究を振興する。 
（２）研究実施体制等に関する目標 
６．多様な知の協奏と共創を実現することを目的と
した世界屈指の研究型総合大学への進化を可能と
するグローバルかつ闊達な研究環境を整備する。 

２ 研究に関する目標 
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 
５．革新的なイノベーションの創出や人間性豊かな
社会の実現のため、学内の多様性を強みとした異分
野融合による新たな学術領域の創成、先進的な学術
研究の推進により、独創性のある卓越した基礎・基
盤研究を振興する。 
（２）研究実施体制等に関する目標 
６．世界最高水準の研究を推進するため、優れた頭
脳と才能を引き付け、互いに切磋琢磨できるグロー
バルかつ闊達な研究環境を整備する。 

３ その他の目標 
（１）社会連携や社会貢献に関する目標 
８．社会ニーズを先取りしたオープンイノベーショ
ンを創出すべく、産学官の戦略的かつ包括的な連携
を強化・推進し、本学の研究成果を国内外に広く還
元することで、グローバル社会が求める責務に応え
る。 
（２）グローバル化に関する目標 
10．徹底した「国際化」を全学的に断行することで
国際通用性を高め、多様な知の協奏と共創を具現化
する世界展開力を強化する。 

３ その他の目標 
（１）社会連携や社会貢献に関する目標 
８．産学官民等、社会のあらゆる担い手との双方向
の交流を促進し、本学の優れた研究成果の還元と新
たな価値の創造を実現することで、社会との共創に
基づくイノベーションを創出し、人類社会の発展に
貢献する。 
（２）グローバル化に関する目標 
10．徹底したグローバル化に向けた改革を全学的に
断行し、グローバルネットワークを拡大することで、
国際競争力を高め、世界の有力大学との学術交流の
さらなる活性化を図る。 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
１ 組織運営の改善に関する目標 
15．総長のリーダーシップのもと、機動的・弾力的
な組織運営を行い、学内外の意見を適切に反映しつ
つ、大学が直面する諸課題に迅速に対応する。その
過程においては、本学構成員の合意形成と透明性の
確保を旨とする経営戦略に基づくガバナンスを確
立する。 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
１ 組織運営の改善に関する目標 
15．総長のリーダーシップのもと、機動的・弾力的
な組織運営を行い、大学の強みや特色を活かし、大
学が直面する諸課題に迅速に対応する。大学の構成
員の合意形成と透明性の確保を旨とする経営戦略に
基づくガバナンスを確立する。 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標 
１ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加
に関する目標 
19．外部資金を獲得しつつ、大学独自の基金制度に
より自己収入を増加させる。 
 
 
 
 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標 
１ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加
に関する目標 
19．安定的かつ発展的な経営を行うため、外部資金
を獲得しつつ、大学独自の基金制度により自己収入
を増加させる。 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

変更内容 

変更前 変更案 

55 大阪大学 計画 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 
（１） 研究水準及び研究の成果等に関する目標を

達成するための措置 
 
５－１．学問の真髄を極める基礎・基盤研究を推進

するため、研究分野ごとの研究力の状況を把握す
るための指標の収集、分析に係る新たな評価シス
テムを整備し、研究マネジメント人材を確保・活
用しつつ、強みを有する研究分野を把握する。 

 
（略） 
 
５－３．本学の強みである分野横断型の新領域研究

を創成するためのインキュベーションとして、異
分野複合領域を含めた世界屈指の学術領域を創成
するための母体となる組織を平成33年度末までに
10領域程度設置する。 

 
（２） 研究実施体制等に関する目標を達成するた

めの措置 
 
 
（新規） 
 
 
（略） 
 
６－２．質の高い国際共同研究を推進するため、国

際共同研究促進プログラムをはじめとする様々な
制度を活用し、国際ジョイントラボ等を平成33年
度末までに80程度形成する。 

 
 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 
（１） 研究水準及び研究の成果等に関する目標を

達成するための措置 
 

５－１．独創性のある卓越した基礎・基盤研究を推
進するため、研究分野ごとの研究力の状況を把握
するための指標の収集、分析に係る新たな評価シ
ステムを整備し、研究マネジメント人材を確保・
活用しつつ、強みを有する研究分野を把握する。 

 
（略） 
 
５－３．本学の強みである分野横断型の新領域研究

を創成するためのインキュベーションとして、世
界最高水準の学術領域の母体となる組織を平成33
年度末までに10領域程度設置する。 

 
 
（２）研究実施体制等に関する目標を達成するため
の措置 
６－１．複雑かつ構造化した社会的課題の解決に資

する世界的に卓越した研究成果を産み出すため、
世界最先端研究機構において、世界トップレベル
の学際研究拠点を形成する。  

 
（略） 
 
６－３．国際共同研究促進プログラムをはじめとす

る様々な制度を活用し、国際ジョイントラボ等を
平成33年度末までに80程度に拡充し、世界水準の
共同研究を推進する。 

３ その他の目標を達成するための措置 
（１）社会連携や社会貢献に関する目標を達成する

ための措置 
 
 
 
（新規） 
 
 
８－１．産学官連携組織を通じて、個別企業等との

共同研究・受託研究と併せて地域の経済団体
等との多様な連携を推進する。また、本学の
海外拠点等と連携して国際的な連携を推進す
る。 

８－２．学内及び学外の様々な組織と連携して大学
の知的財産の創造・保護・活用を促進する。 

８－３．企業等との協働研究所や共同研究講座等の
阪大方式の産学連携制度を深化させ、これらを利
用して産学連携での人材育成や挑戦的な研究に取
り組む。共同研究講座・協働研究所等については、
平成33年度末までに新規のテーマに取り組む講
座・研究所を40以上にすることなどにより、共同
研究費が1000万円以上の大型共同研究を増加さ
せ、新しい研究テーマの発掘やオープンイノベー
ションの創出につなげる 

３ その他の目標を達成するための措置 
（１） 社会連携や社会貢献に関する目標を達成す

るための措置 
 

８－１．社会との共創に基づくイノベーションを可
能とする機構を設置し、社会との双方向の交流を
促進し、社会的課題解決をとおして、新たな研究
成果や社会的・文化的・学術的価値の創造に資す
る取組を推進する。 

８－２．産学官連携組織を通じて、個別企業等との
共同研究・受託研究と併せて地域の経済団体等と
の多様な連携を推進する。また、本学の海外拠点
等と連携して国際的な連携を推進する。 

 
８－３．学内及び学外の様々な組織と連携して大学

の知的財産の創造・保護・活用を促進する。 
８－４．企業等との協働研究所や共同研究講座等の

阪大方式の産学連携制度を深化させ、これらを利
用して産学連携での人材育成や挑戦的な研究に取
り組む。共同研究講座・協働研究所等については、
平成33年度末までに新規のテーマに取り組む講
座・研究所を40以上にすることなどにより、共同
研究費が1000万円以上の大型共同研究を増加さ
せ、新しい研究テーマの発掘やオープンイノベー
ションの創出につなげる。 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

変更内容 

変更前 変更案 

55 大阪大学 計画 

３ その他の目標を達成するための措置 
（２）グローバル化に関する目標を達成するための
措置 
 
 
 
（新規） 
 
 
 
 
 
 
10－１．スーパーグローバル大学創成支援事業の目 

標達成に向け、グローバルな活動により高い専門 
性と国際的な視野を育成するため、平成33年度末 
までに全学生の８％の学生を海外に派遣する。ま 
た、バックグラウンドを異にする「知の交流」 
を促進するため、平成33年度末までに全学生の 
15％の留学生を受け入れる。 

 
（略） 
 
10－３．スーパーグローバル大学創成支援事業の目 

標達成に向け、新規採用者等への年俸制導入によ 
り平成33年度末までに1700名程度の年俸制教員 
を採用するとともに、クロス・アポイントメント 
制度等を活用し、平成33年度末までに外国人教員 
数を400名程度に増加させる。 

３ その他の目標を達成するための措置 
（２） グローバル化に関する目標を達成するため

の措置 
 

10－１．教育研究環境の一層のグローバル化を図る
ため、グローバルナレッジパートナーとの連携を
開始するなど、世界の有力大学との組織間連携を
促進する。さらに、「アジアの知のネットワーク」
の形成を目指して、平成32年度を目途に、「大阪
大学ASEANキャンパス」を設置し、高度グローバル
人材を育成する。  

 
 
10－２．スーパーグローバル大学創成支援事業の目 

標達成に向け、グローバルな活動により高い専門 
性と国際的な視野を育成するため、平成33年度末 
までに全学生の８％の学生を海外に派遣する。ま 
た、バックグラウンドを異にする「知の交流」を 
促進するため、平成33年度末までに全学生の15％ 
の留学生を受け入れる。 

 
（略） 
 
10－４．スーパーグローバル大学創成支援事業の目

標達成に向け、新規採用者等への年俸制導入によ
り平成33年度末までに1700名程度の年俸制教員を
採用するとともに、クロス・アポイントメント制
度等を活用し、平成33年度末までに外国人教員数
を400名程度に増加させる。 

３ その他の目標を達成するための措置 
（４）附属病院に関する目標を達成するための措置 
12－１．医学部附属病院及び歯学部附属病院の特質 

と機能を活かして、臨床研究・橋渡し研究を推進 
するとともに、社会の要請に応じた先進的医療を 
開発・導入する。 

３ その他の目標を達成するための措置 
（４）附属病院に関する目標を達成するための措置 
12－１．医学部附属病院及び歯学部附属病院の特質

と機能を活かして、臨床研究・橋渡し研究を推進
するとともに、社会の要請に応じた先進的医療を
開発・導入する。特に、医学部附属病院において
は、中核病院として、革新的医薬品、医療機器の
創出に貢献する健康・医療イノベーション拠点を
形成する。 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成
するための措置 
１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための
措置 
15－１．総長のリーダーシップのもと、大学の強み

や特色を生かした機動的なガバナンス体制を構築
する。また、大学全体で取り組むべき横断的な教
育・研究を機動的にマネジメントすることにより、
総長のリーダーシップを発揮しやすい環境を整備
する。これらの取組を通じて積極的な大学改革と
部局マネジメントを進める。 

 
 
15－３．優秀な人材を確保するため、評価連動型年

俸制、クロス・アポイントメント制度等を推進す
るなど、人事・給与制度の柔軟化に取り組む。 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成
するための措置 
１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための
措置 
15－１．総長のリーダーシップのもと、大学の強み

や特色を生かした機動的なガバナンス体制を構築
する。また、大学全体で取り組むべき横断的な教
育・研究を機動的にマネジメントすることにより、
総長のリーダーシップを発揮しやすい環境を整備
する。これらの取組を通じて積極的な大学改革と
部局マネジメント改革を進める。 

 
 
15－３．民間を含む国内外の機関から優秀な人材を

確保するため、評価連動型年俸制、クロス・アポ
イントメント制度等を推進するなど、人事・給与
制度の柔軟化に取り組む。 



32 
 

番
号 

法人名 
変更 
区分 

変更内容 

変更前 変更案 

55 大阪大学 計画 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するための
措置 

１ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加
に関する目標を達成するための措置 

 
19－２．卒業生、保護者、企業などへの募金活動を

強化することにより、本学独自の基金「大阪大学
未来基金」を拡大させる。 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するための
措置 
１ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加
に関する目標を達成するための措置 
 
19－２．卒業生、保護者、企業などへの募金活動を

強化することにより、本学独自の基金「大阪大学
未来基金」を拡大させ、平成33年度末までに、累
計90億円を目指す。 
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・その他、重点的に取り組む新たな構想が具体化したこと等に伴う変更 ６法人 

番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

01 北海道大学 計画 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に
関する目標を達成するためにとるべ
き措置 
１ 教育に関する目標を達成するた
めの措置 
（略） 
（２）教育の実施体制等に関する目標
を達成するための措置 
①－１ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（略） 
 
２ 研究に関する目標を達成するた
めの措置 
（略） 
（２）研究実施体制等に関する目標を
達成するための措置 
①－１及び①－２ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（略） 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に
関する目標を達成するためにとるべ
き措置 
１ 教育に関する目標を達成するた
めの措置 
（略） 
（２）教育の実施体制等に関する目標
を達成するための措置 
①－１ （略） 
①－２ 総長直轄のマネジメント組織

である卓越人材育成推進室を中
核として、国内外機関との連携
により高度な知のプロフェッシ
ョナルを輩出する卓越大学院プ
ログラムを推進し、その取組や
成果を大学院全体の教育改革へ
波及させるための教育環境を整
備する。 

 
（略） 
 
２ 研究に関する目標を達成するた
めの措置 
（略） 
（２）研究実施体制等に関する目標を
達成するための措置 
①－１及び①－２ （略） 
①－３ 平成 30 年度に創成研究機構

に設置した世界トップレベルの
研究拠点の形成を目指す「化学
反応創成研究拠点（ＩＣＲｅＤ
Ｄ）」において、最先端の融合
研究を推進するための研究環境
及び支援体制の整備を行う。 

 
 
（略） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

卓越大学院プログラム

実施体制の整備を行う

ため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
世界トップレベル研究
拠点プログラム（WPI）
に採択されたことによ
り，実施体制の整備を
行うため 
 

23 
東京医科歯
科大学 

計画 

２ 研究に関する目標を達成するた
めの措置 
（１）研究水準及び研究の成果等に関
する目標を達成するための措置 
19）～ 20）（略） 
 
○産学連携及び成果の社会への還元に
関する計画 
21）先端的医科・歯科医療の推進を目
指し、学内外と連携して医歯工学融
合分野の重点領域研究を推進する体
制を整備し、医療機器、バイオマテ
リアル、歯科材料などの開発を行う
医療イノベーションの推進を担う組
織を拡充するとともに、民間との共
同研究及び受託研究件数並びに本学
への発明届件数及び国際特許出願件
数をそれぞれ現行の 1.5倍に向上さ
せる。また、研究成果の実用化、事
業化、ライセンスなどを統合的に行
い、知の成果を積極的に社会に還元
する。 

 
22）～ 23）（略） 

２ 研究に関する目標を達成するた
めの措置 
（１）研究水準及び研究の成果等に関
する目標を達成するための措置 
19）～ 20）（同左） 
 
○産学連携及び成果の社会への還元に
関する計画 
21）先端的医科・歯科医療の推進を目
指し、学内外と連携して医歯工学融
合分野の重点領域研究を推進する体
制を整備し、医療機器、バイオマテ
リアル、歯科材料などの開発を行う
医療イノベーションの推進を担う組
織を拡充するとともに、民間との共
同研究及び受託研究件数並びに本学
への発明届件数及び国際特許出願件
数をそれぞれ現行の 1.5倍に向上さ
せる。また、研究成果の実用化、事
業化、ライセンスなどを統合的に行
い、知の成果を積極的に社会に還元
するため、特許活用率を 26.0%まで
に向上させる。 

22）～ 23）（同左） 

 
 
 
 
 
 
知の成果を社会に還
元したことを適切に
示すことができる評
価指標を追加設定す
る。 
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36 
上越教育大
学 

計画 

Ⅰ大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するための執るべき
措置 
 
41 教職大学院における教育現場での
実習を中心とする「学校支援プロジェ
クト」を通じて、小・中学校等が抱え
る課題を解消するための取り組みを、
毎年度 35校以上（学校以外の連携協力
機関での取り組みを含む）で実施する。 

Ⅰ大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するための執るべき
措置 
 
41 大学院が実施する学校実習等を組
織的に円滑に実施するため、上越市、
妙高市、糸魚川市及び柏崎市の教育委
員会及び校長会の協力を得て「学校実
習コンソーシアム上越」を設立し、地
域全体で学校実習等を支える体制を整
備するとともに、小・中学校等が抱え
る課題を解消するための「学校支援プ
ロジェクト」及び「課題研究プロジェ
クト」による学校実習等を、毎年度 35
校以上で実施する。 

平成 31 年度に実施す
る予定の大学院改組に
関連し、大学院全体で
学校実習を行うこと、
及び「学校実習コンソ
ーシアム上越」設立に
伴い、教育委員会など
関係機関等が学校実習
を支援するため。 

53 
京都教育大
学 

計画 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関
する目標を達成するためにとるべき
措置         
２ 教育研究組織の見直しに関する
目標を達成するための措置 
【４４】連合教職実践研究科をさらに
機能強化し重点化するため、また将来
の教員養成像を見通して教育学研究科
を教員養成高度化に対応させるため、
教育学研究科と連合教職実践研究科の
入学定員を見直し、第３期中期目標期
間中に組織を再編する。 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関
する目標を達成するためにとるべき
措置         
２ 教育研究組織の見直しに関する
目標を達成するための措置 
【４４】教職と教科の高度な専門性及
び教育実践力と教育実践に関する研究
遂行力を備えた教員の養成を一層推進
するため、教育学研究科（修士課程）
と連合教職実践研究科（専門職学位課
程）とを第４期中期目標期間初頭を目
処に新たな教職大学院（専門職学位課
程）に移行するための体制整備を進め
る。 

大学院の運営につい
て、修士課程と専門職
学位課程との並置か
ら、専門職学位課程の
一本化に変更するた
め、中期計画【４４】
を変更する。 
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68 
鳴門教育大
学 目標 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に
関する目標 
１ 教育に関する目標 
（１） 教育内容及び教育の成果等に

関する目標 
 
2) 大学院課程（修士課程・教職大学
院〔専門職学位課程，以下「教職大学
院」と記載する。〕）では，第２期に
は，修士課程において学校現場の教育
課題を踏まえたプロジェクト型コア・
カリキュラムを実践し，院生の教育実
践力の向上に成果を上げてきた。また，
学生のキャリアやニーズの多様性に対
応でき，専門科目で学んだ最先端の知
見（知識・技術）を現場の教育に生か
せるカリキュラム開発を行ってきた。
第３期では，専門的な知識・技能を教
科内容として構成し学校の授業に活用
する手立てを学ぶコア科目「教科内容
構成科目」を新設し，思考力・判断力
の育成等今日の教育課題を，総合的・
教科横断的に捉え実践ベースで解決し
ていくことを目指すコア科目「教育実
践フィールド研究」と結び付けてコア
科目の構成を体系化し実践することを
通して，教育課題に柔軟に対応できる
実践的な教員養成教育を一層推進す
る。 
 
 
 
 
 
 
 
4) 教員養成大学としての単位認定及
び学位の実質化を目指して，第２期で
は，学位論文審査基準の策定や成績評
価の分布図を作成し，その検証を行っ
てきた。第３期では，これらの取組を
更に推進するため，ディプロマ・ポリ
シーに基づいた単位認定及び卒業・修
了要件の厳格化を図るとともに，学士
課程においては，GPA 等と「カリキュ
ラム・ガイドブック」及び「学修キャ
リアノート」（鳴門教育大学版学修ポ
ートフォリオ）とを組み合わせた「学
生による教育実践力の自己開発・評価
システム」を構築し，学習成果を可視
化する。修士課程においては，教育実
践に直接寄与する内容の修士論文を質
的・量的に充実させることを通じて，
教員養成大学における学位論文として
実質化する。あわせて，教員養成教育
の成果としての教員就職率を高める方
策を取る。 
 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に
関する目標 
１ 教育に関する目標 
（１） 教育内容及び教育の成果等に

関する目標 
 

2) 大学院課程（修士課程・教職大学
院〔専門職学位課程，以下「教職大学
院」と記載する。〕）では，第２期に
は，修士課程において学校現場の教育
課題を踏まえたプロジェクト型コア・
カリキュラムを実践し，院生の教育実
践力の向上に成果を上げてきた。また，
学生のキャリアやニーズの多様性に対
応でき，専門科目で学んだ最先端の知
見（知識・技術）を現場の教育に生か
せるカリキュラム開発を行ってきた。
第３期では，専門的な知識・技能を教
科内容として構成し学校の授業に活用
する手立てを学ぶコア科目「教科内容
構成科目」を新設し，思考力・判断力
の育成等今日の教育課題を，総合的・
教科横断的に捉え実践ベースで解決し
ていくことを目指すコア科目「教育実
践フィールド研究」と結び付けてコア
科目の構成を体系化し実践することを
通して，教育課題に柔軟に対応できる
実践的な教員養成教育を一層推進す
る。平成 31年度大学院改組（教員養成
機能の教職大学院への全面移行）以降
の修士課程においては，複雑化，多様
化する現代社会において教育を支援で
きる専門家を育成する。 
 
 
4) 教員養成大学としての単位認定及
び学位の実質化を目指して，第２期で
は，学位論文審査基準の策定や成績評
価の分布図を作成し，その検証を行っ
てきた。第３期では，これらの取組を
更に推進するため，ディプロマ・ポリ
シーに基づいた単位認定及び卒業・修
了要件の厳格化を図るとともに，学士
課程においては，GPA 等と「カリキュ
ラム・ガイドブック」及び「学修キャ
リアノート」（鳴門教育大学版学修ポ
ートフォリオ）とを組み合わせた「学
生による教育実践力の自己開発・評価
システム」を構築し，学習成果を可視
化する。修士課程においては，教育実
践に直接寄与する内容や教育支援人材
養成を反映する内容の修士論文を質
的・量的に充実させることを通じて，
教員養成大学における学位論文として
実質化する。あわせて，教員養成教育
の成果としての教員就職率を高める方
策を取る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大学院改組（教員養成
機能の教職大学院へ
の全面移行）に伴う変
更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大学院改組（教員養成
機能の教職大学院へ
の全面移行）に伴う変
更 
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番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

68 
鳴門教育大
学 

目標 
 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に
関する目標 
１ 教育に関する目標 
（２） 学生への支援に関する目標 
 
1) 教員養成を目的とした大学として
学生のニーズを踏まえた計画的・体系
的な就職支援を行うため，第３期には，
これまでも実施してきた合宿研修，教
職ガイダンスを一層充実させるととも
に，新たな支援策として「就職支援ニ
ューズレター（仮称）」を学生・院生
に電子配信し，リアルタイムの教員採
用試験情報を知らせる取組等を行い，
これまで以上にきめ細かな教員就職支
援を実施する。本学は平成 22年度より
学部卒業生の教員就職率５年連続全国
第１位を達成してきたが，第３期にも
就職支援活動の成果として教員就職率
全国第１位を維持する。 
2) 経済的に困窮している学生や障害
のある学生，留学生等多様な学生の学
修を底支えする生活支援のために，授
業料免除について，「鳴門教育大学授
業料免除選考基準」を満たした者全員
に対して基準相当の免除を行うととも
に，外国に留学する学生や学修意欲が
高く特に成績優秀な学生に対する新た
な支援策を策定し，平成 30年度を目途
に実施する。また，卒業生・修了生等
へのフォローアップの体制を充実させ
るために，平成 30年度を目途に「鳴門
教育大学地域同窓会メンター制度（仮
称）」を創設し，卒業生・修了生の教
職就職支援や学校・職場等での課題解
決に向けての支援・相談の体制を確立
する。 
 
３ 社会との連携や社会貢献及び地
域を志向した教育・研究に関する目標 
 
（新規） 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に
関する目標 
１ 教育に関する目標 
（３） 学生への支援に関する目標 
 
1) 教員養成を目的とした大学として
学生のニーズを踏まえた計画的・体系
的な就職支援を行うため，第３期には，
これまでも実施してきた合宿研修，教
職ガイダンスを一層充実させるととも
に，新たな支援策として「就職支援ニ
ューズレター」を学生・院生に電子配
信し，リアルタイムの教員採用試験情
報を知らせる取組等を行い，これまで
以上にきめ細かな教員就職支援を実施
する。本学は平成 22年度より学部卒業
生の教員就職率５年連続全国第１位を
達成してきたが，第３期にも就職支援
活動の成果として教員就職率全国第１
位を維持する。 
2) 経済的に困窮している学生や障害
のある学生，留学生等多様な学生の学
修を底支えする生活支援のために，授
業料免除について，「鳴門教育大学授
業料免除選考基準」を満たした者全員
に対して基準相当の免除を行うととも
に，外国に留学する学生や学修意欲が
高く特に成績優秀な学生に対する新た
な支援策を策定し，平成 30年度を目途
に実施する。また，卒業生・修了生等
へのフォローアップの体制を充実させ
るために，平成 30年度を目途に「鳴門
教育大学地域同窓会メンター制度」を
創設し，卒業生・修了生の教職就職支
援や学校・職場等での課題解決に向け
ての支援・相談の体制を確立する。 
 
 
３ 社会との連携や社会貢献及び地
域を志向した教育・研究に関する目標 
 
2) 「教師教育のリーダー大学」とし
て，徳島県のみならず四国地域におけ
る教員養成・研修の高度化を推進する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名称確定に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名称確定に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
重点的に取り組む新
たな構想が具体化し
たことに伴う変更 
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番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

68 
鳴門教育大
学 

計画 
 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に
関する目標を達成するためにとるべ
き措置 
１ 教育に関する目標を達成するた
めの措置 
（１） 教育内容及び教育の成果等に
関する目標を達成するための措置 
2)-① 修士課程において，第２期に研
究開発した「教科内容構成科目」を平
成 28年度に教科・領域教育専攻の必履
修科目として新設し（総数 10科目），
既設のコア科目「教育実践フィールド
研究」（全専攻の必修科目：15科目）
と結び付けて実践することを通して，
学校の教科・領域学習をめぐる課題解
決型学修を促す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)-② 平成 28 年度から，教職大学院
に「学校マネジメント力プログラム」，
「小中一貫教育プログラム」，「生徒
指導力プログラム」等を新設し実践す
るとともに，学生や地域の学校のニー
ズを踏まえてプログラムを検証・改善
する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)-① 平成 29 年度までに，小中一貫
教育や生徒指導と予防教育を有機的に
結び付けたいじめ防止教育等，現代的
な教育課題や学生のニーズ及びキャリ
ア形成に実践的かつ柔軟に対応した８
つ以上の教育プログラムを開発し，学
士課程及び大学院課程のカリキュラム
や教育内容に組み入れる。 
 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に
関する目標を達成するためにとるべ
き措置 
１ 教育に関する目標を達成するた
めの措置 
（１） 教育内容及び教育の成果等に
関する目標を達成するための措置 
2)-① 修士課程において，第２期に研
究開発した「教科内容構成科目」を平
成 28年度に教科・領域教育専攻の必履
修科目として新設し（総数 10科目），
既設のコア科目「教育実践フィールド
研究」（全専攻の必修科目：15科目）
と結び付けて実践することを通して，
学校の教科・領域学習をめぐる課題解
決型学修を促す。平成 31年度大学院改
組（教員養成機能の教職大学院への全
面移行）以降の修士課程においては，
複雑化，多様化する現代社会において
教育を支援できる専門家を育成するた
め，学生の多様なニーズに対応する「資
格取得プログラム」を新設する。 
 
 
2)-② 平成 28 年度から，教職大学院
に「学校マネジメント力プログラム」，
「小中一貫教育プログラム」，「生徒
指導力プログラム」等を新設し実践す
るとともに，学生や地域の学校のニー
ズを踏まえてプログラムを検証・改善
する。平成 31年度大学院改組（教員養
成機能の教職大学院への全面移行）以
降の教職大学院においては，教科教育
の PDCA に対応させた科目を学生が体
系的に学修できるよう展開するととも
に，そこでの学修成果を学生がリアル
な学校教育の現場で総合し発揮してい
くことを通して教科教育実践力を修得
できる科目を展開する。また，平成 29
年度までに開発したプログラムを改善
し，かつ地域の教育からの要望・意見
等を取り入れた「小学校英語教育プロ
グラム」，「学校教育のプログラミン
グ教育プログラム」，「いじめ防止教
育プログラム」，「マネジメントプロ
グラム」，「若手教員実践力育成プロ
グラム」を新設する。 
 
3)-① 平成 29 年度までに，小中一貫
教育や生徒指導と予防教育を有機的に
結び付けたいじめ防止教育等，現代的
な教育課題や学生のニーズ及びキャリ
ア形成に実践的かつ柔軟に対応した８
つ以上の教育プログラムを開発し，学
士課程及び大学院課程のカリキュラム
や教育内容に組み入れる。平成 31年度
大学院改組（教員養成機能の教職大学
院への全面移行）以降は，平成 29年度
までに開発したプログラムを改善する
ことにより，一層最新の教育課題に対
応した７つ以上のプログラムを新設
し，大学院課程等のカリキュラムや教
育内容に組み入れる。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大学院改組（教員養成
機能の教職大学院への
全面移行）に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大学院改組（教員養成
機能の教職大学院への
全面移行）に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大学院改組（教員養成
機能の教職大学院への
全面移行）に伴う変更 
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番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

68 
鳴門教育大
学 

計画 
 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に
関する目標を達成するためにとるべ
き措置 
１ 教育に関する目標を達成するた
めの措置 
（１） 教育内容及び教育の成果等に
関する目標を達成するための措置 
 
4)-② 平成 28 年度に，学位審査につ
いて明確な審査基準に即して修士論文
の内容に関するガイドラインを策定
し，平成 29年度以降教育実践に直接寄
与する内容の修士論文が第２期期間中
毎年 50％であったのに対し毎年 70％
以上になるようにする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)-④ 教員養成教育の成果として，卒
業者に占める教員就職率について，ミ
ッションの再定義に基づき，第３期期
間中は学士課程で 80％を，修士課程で
70％を，教職大学院で 95％を確保す
る。 
 
 
 
 
 
（２） 教育の実施体制等に関する目
標を達成するための措置 
 
1)-② 修士課程と教職大学院の互い
の特色を活かした教員養成機能の強化
という観点から，平成 29年度までに，
大学院の特色ある教育プログラムの実
践に当たり両課程の教員が協働で授業
を担当する仕組みを作る。 
 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に
関する目標を達成するためにとるべ
き措置 
１ 教育に関する目標を達成するた
めの措置 
（１） 教育内容及び教育の成果等に
関する目標を達成するための措置 
 
4)-② 平成 28 年度に，学位審査につ
いて明確な審査基準に即して修士論文
の内容に関するガイドラインを策定
し，平成 29年度以降教育実践に直接寄
与する内容の修士論文が第２期期間中
毎年 50％であったのに対し毎年 70％
以上になるようにする。平成 31年度大
学院改組（教員養成機能の教職大学院
への全面移行）以降の修士課程におい
ては，複雑化，多様化する現代社会に
おいて教育を支援できる専門家を育成
する観点から，それらの養成する人材
像にあった学位論文とする。 
 
 
4)-④ 教員養成教育の成果として，卒
業者に占める教員就職率について，ミ
ッションの再定義に基づき，第３期期
間中は学士課程で 80％を，修士課程で
70％を，教職大学院で 95％を確保す
る。平成 31年度大学院改組（教員養成
機能の教職大学院への全面移行）以降
の教員就職率については，学士課程で
80％を，教職大学院で 95％を確保す
る。 
 
（２） 教育の実施体制等に関する目
標を達成するための措置 
 
1)-② 修士課程と教職大学院の互い
の特色を活かした教員養成機能の強化
という観点から，平成 29年度までに，
大学院の特色ある教育プログラムの実
践に当たり両課程の教員が協働で授業
を担当する仕組みを作る。平成 31年度
大学院改組（教員養成機能の教職大学
院への全面移行）以降の教職大学院に
おいては，学士課程との協働を強化し，
６年間を見据えた一貫性のある教育内
容の充実に取り組む。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大学院改組（教員養成
機能の教職大学院への
全面移行）に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
大学院改組（教員養成
機能の教職大学院への
全面移行）に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大学院改組（教員養成
機能の教職大学院への
全面移行）に伴う変更 
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68 
鳴門教育大
学 

計画 
 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に
関する目標を達成するためにとるべ
き措置 
 
２ 研究に関する目標を達成するた
めの措置  
（１） 研究水準及び研究の成果等に
関する目標を達成するための措置 
  
1)-② 平成 27 年度までに教科内容学
を反映させた 10 教科の小学校教科専
門教科書を作成した。この成果を踏ま
え，平成 28年度に教科内容学に係る研
究組織を構築し，教科書を活用した授
業を学士課程カリキュラムの中で試行
的に実践し，その内容の妥当性を検証
するとともに，平成 30年度までに小学
校教科専門科目の指導プランを開発す
る。また，平成 30年度以降中等教員養
成に係る教科専門科目の内容構成に関
する研究を推進し，その成果を第３期
末までにカリキュラムに反映させる。 
 
 
 
 
３ 社会との連携や社会貢献及び地
域を志向した教育・研究に関する目標
を達成するための措置 
（新規） 
 
 
 
 
 
 
（新規） 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新規） 
 
 
 
 
 
 
 
４ その他の目標を達成するための
措置 
（２）附属学校園に関する目標を達成
するための措置 
2)-② 教職大学院の学部卒学生の実
習について，平成 28 年度から,学部学
生の副免実習が行われる 10 月～11 月
に時期を合わせ５週間集中的に，附属
学校での学級経営・教科指導等を含む
より実践的な実習を実施する。 
 
 
 
 
 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に
関する目標を達成するためにとるべ
き措置 
 
２ 研究に関する目標を達成するた
めの措置  
（１） 研究水準及び研究の成果等に
関する目標を達成するための措置 
 
1)-② 平成 27 年度までに教科内容学
を反映させた 10 教科の小学校教科専
門教科書を作成した。この成果を踏ま
え，平成 28年度に教科内容学に係る研
究組織を構築し，教科書を活用した授
業を学士課程カリキュラムの中で試行
的に実践し，その内容の妥当性を検証
するとともに，平成 30年度までに小学
校教科専門科目の指導プランを開発す
る。また，中等教員養成に係る教科専
門科目の内容構成に関する研究を推進
し，その成果を平成 31年度大学院改組
（教員養成機能の教職大学院への全面
移行）以降の教職大学院における授業
に取り入れる。 
 
 
３ 社会との連携や社会貢献及び地
域を志向した教育・研究に関する目標
を達成するための措置 
2)-① 徳島県内の国私を越えた大学
間（徳島大学，鳴門教育大学，四国大
学）及び教育委員会の教員養成・研修
の拠点となり，教員養成・研修のため
の教育内容のアーカイブの構築，単位
互換及び徳島県内全域の現職教員のた
めの遠隔研修を行う。 
2)-② 四国の国立大学（徳島大学，鳴
門教育大学，香川大学，愛媛大学，高
知大学）による教員養成・研修につい
て連携の取りまとめ機関となり，複数
の大学等の人的・物的リソースを相互
補完的に共有することで，四国の地域
性や広域性を活かした多様な教師教育
を第４期から展開できるような連携体
制を構築する。 
2)-③ 地域のニーズに対応して学校
教育の活性化と教員の資質能力向上を
推進する地域拠点となるため，独立行
政法人教職員支援機構（NITS）の地方
センターを鳴門教育大学に設置し，本
学の強みを活かした学び続ける教員に
寄与するための研修を企画・実施する。 
 
４ その他の目標を達成するための
措置 
（２）附属学校園に関する目標を達成
するための措置 
2)-② 教職大学院の学部卒学生の実
習について，平成 28 年度から,学部学
生の副免実習が行われる 10 月～11 月
に時期を合わせ５週間集中的に，附属
学校での学級経営・教科指導等を含む
より実践的な実習を実施する。平成 31
年度大学院改組（教員養成機能の教職
大学院への全面移行）以降は，教職大
学院の学部卒学生の大幅な増加に対応
し，附属学校における実習生の受入拡
大及び教科教育実践力育成に資する新
たな実習を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大学院改組（教員養成
機能の教職大学院への
全面移行）に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
重点的に取り組む新た
な構想が具体化したこ
とに伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大学院改組（教員養成
機能の教職大学院への
全面移行）に伴う変更 
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番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

68 
鳴門教育大
学 

計画 
 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関
する目標を達成するためにとるべき
措置 
２ 教育研究組織の見直しに関する
目標を達成するための措置 
 
 
1)-② 平成 28 年度から，教職大学院
に教員免許を持っていない学卒の社会
人や中学校教員免許を持っている学卒
生等を対象にした「小学校教員養成長
期プログラム」を新設する。 
 
 
 
2)-① 平成 28 年度以降，「教職キャ
リア支援センター」，「長期履修学生
支援センター」及び「教職大学院コラ
ボレーションオフィス」各々のセンタ
ーが協働する連携体制を構築し，その
体制の下で支援員の相互交流を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
2)-② 平成 28 年度から教職大学院に
長期在学生（３年制）を受け入れるこ
とに伴い，教育支援体制を拡充するた
め，「長期履修学生支援センター」に
おいて，長期在学学生の免許取得支援
や教育実習の事前・事後指導等を行う。 
 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関
する目標を達成するためにとるべき
措置 
２ 教育研究組織の見直しに関する
目標を達成するための措置 
 
 
1)-② 平成 28 年度から，教職大学院
に教員免許を持っていない学卒の社会
人や中学校教員免許を持っている学卒
生等を対象にした「小学校教員養成長
期プログラム」を新設（平成 31年度以
降は「学校教員養成プログラム」を適
用）する。 
 
2)-① 平成 28 年度以降，「教職キャ
リア支援センター」，「長期履修学生
支援センター」及び「教職大学院コラ
ボレーションオフィス」各々のセンタ
ーが協働する連携体制を構築し，その
体制の下で支援員の相互交流を行う。
平成 31年度大学院改組（教員養成機能
の教職大学院への全面移行）以降は，
連携協力校（実習校）の増加に伴う実
習の多様化への対応や，教育委員会及
び連携協力校（実習校）との窓口の一
元化のための体制を整備する。 
 
2)-② 平成 28 年度から教職大学院に
長期在学生（３年制）を受け入れるこ
とに伴い，教育支援体制を拡充するた
め，「長期履修学生支援センター」に
おいて，長期在学学生の免許取得支援
や教育実習の事前・事後指導等を行う。
平成 31年度大学院改組（教員養成機能
の教職大学院への全面移行）以降は，
専門職学位課程及び修士課程において
受け入れる長期履修学生を，同センタ
ーが支援する。 
 

 
 
 
 
 
大学院改組（教員養成
機能の教職大学院への
全面移行）に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大学院改組（教員養成
機能の教職大学院への
全面移行）に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大学院改組（教員養成
機能の教職大学院への
全面移行）に伴う変更 
 

85 
北陸先端科
学技術大学
院大学 

計画 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関す
る目標を達成するためにとるべき措
置 
１ 組織運営の改善に関する目標を達
成するための措置 
③ 教育研究の活性化を図るため、若手
教員比率 40％程度を維持するととも
に、教員の年俸制・混合給与を推進し、
教員の年俸制適用者については 20％
程度とし、混合給与適用者及びテニュ
アトラック制適用者については３％程
度とする。 
また、承継職員である教員について、
目標管理を基本とした適切な業績評価
体制を構築する。【26】 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関す
る目標を達成するためにとるべき措
置 
１ 組織運営の改善に関する目標を達
成するための措置 
③ 教育研究の活性化を図るため、若手
教員比率 40％程度を維持するととも
に、教員の年俸制・混合給与を推進し、
教員の年俸制適用者については 40％
程度とし、混合給与適用者及びテニュ
アトラック制適用者については３％程
度とする。 
また、承継職員である教員について、
教育、研究、社会貢献、管理運営等の
項目において客観的な評価指標を重視
した多面的で透明性の高い業績評価制
度を構築する。 
さらに、業績評価に基づき、処遇への
より適正な反映が可能な新たな年俸制
を導入する。【26】 

従来の目標管理を基本
とした業績評価から客
観的な評価指標を重視
した業績評価制度に改
めること及び年齢や勤
続年数によらない基本
給と業績評価に基づく
業績連動給からなる新
たな年俸制を導入する
ことに伴う目標値の上
方修正 
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○重要な財産を譲渡し、又は担保に供するための変更１６法人 

番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

05 
帯広畜産大
学 

計画 

Ⅳ 重要財産を譲渡し、又は担保に供
する計画 
○ 重要な財産を譲渡する計画 
・稲田団地の土地の一部（北海道帯広
市稲田町西２線９番、11番、11-2番、
13 番、17 番、17-2番 4,810.27 ㎡）
を譲渡する。 
・稲田団地の土地の一部（北海道帯広
市稲田町西２線 19 番、21 番、23 番 
5,082.37㎡）を譲渡する。 
・稲田団地の土地の一部（北海道帯広
市稲田町西２線 15 番 1,313.47 ㎡）
を譲渡する。 

Ⅷ 重要財産を譲渡し、又は担保に供
する計画 
○ 重要な財産を譲渡する計画 
・稲田団地の土地の一部（北海道帯広
市稲田町西２線９番、11番、11-2番、
13 番、17 番、17-2番 4,810.27 ㎡）
を譲渡する。 
・稲田団地の土地の一部（北海道帯広
市稲田町西２線 19 番、21 番、23 番 
5,082.37㎡）を譲渡する。 
・稲田団地の土地の一部（北海道帯広
市稲田町西２線 15 番 1,313.47 ㎡）
を譲渡する。 
・大空団地の土地及び建物の全部（北
海道帯広市大空町 12丁目４番地３ 、
土地：3,955.50㎡、建物：1,974 ㎡）
を譲渡する。 

老朽化に伴う利用率
の低下及び維持管理
に多額の経費を要す
るため当該施設を廃
止し，譲渡することと
したため。 

07 
北見工業大
学 

計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し，又は担保に
供する計画 
 
○ 重要な財産を譲渡又は担保に供す
る計画はない。 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し，又は担保に
供する計画 
 
○ 重要な財産を譲渡する計画  
屈斜路研修所（職員宿舎を含む）の土
地及び建物の全部（北海道川上郡弟子
屈町字美留和１番５４５、土地：
3,300.06㎡、建物：576.56㎡）を譲渡
する。 

著しい老朽化と利用
率の低迷から、当該施
設を昨年度廃止した
ところであり、残され
た土地及び建物を今
後利用する予定はな
く、教育研究上の支障
もないことから、譲渡
することを決定した
ため。 
 
 

22 東京大学 計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
１.重要な財産を譲渡する計画 
・ 大学院農学生命科学研究科附属緑
地植物実験所の土地の全部（千葉県千
葉 市 花 見 川 区 畑 町 1487-1 外 
47,139.17㎡）を譲渡する。  
・ 検見川第二職員宿舎の隣接地（千葉
県千葉市花見川区浪花町 1010 外 
6,673.92㎡）を譲渡する。 
・ 白金学寮の土地の全部（東京都港区
白金四丁目 464-1 外 2,453.55㎡）を
譲渡する。 
・ 大気海洋研究所国際沿岸海洋研究
センターの土地の一部（岩手県上閉伊
郡大槌町赤浜二丁目 106-10 9,552.97
㎡）を譲渡する。 
・ 大学院農学生命科学研究科附属演
習林北海道演習林の土地の一部（北海
道富良野市西達布 6,316.91 ㎡）を譲
渡する。 
・ 大学院農学生命科学研究科附属演
習林北海道演習林の土地の一部（北海
道富良野市 6811-1地先 415.66㎡）を
譲渡する。 
・ 大学院農学生命科学研究科附属演
習林北海道演習林の土地の一部（北海
道富良野市 6812-1地先 973.97㎡）を
譲渡する。 
・ 大学院農学生命科学研究科附属演
習林北海道演習林の土地の一部（北海
道富良野市西達布 317.20 ㎡）を譲渡
する。 
・ 大学院農学生命科学研究科附属演
習林北海道演習林の土地の一部（北海

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
１.重要な財産を譲渡する計画 
・ 大学院農学生命科学研究科附属緑
地植物実験所の土地の全部（千葉県千
葉 市 花 見 川 区 畑 町 1487-1 外 
47,139.17㎡）を譲渡する。  
・ 検見川第二職員宿舎の隣接地（千葉
県千葉市花見川区浪花町 1010 外 
6,673.92㎡）を譲渡する。 
・ 白金学寮の土地の全部（東京都港区
白金四丁目 464-1 外 2,453.55㎡）を
譲渡する。 
・ 大気海洋研究所国際沿岸海洋研究
センターの土地の一部（岩手県上閉伊
郡大槌町赤浜二丁目 106-10 9,552.97
㎡）を譲渡する。 
・ 大学院農学生命科学研究科附属演
習林北海道演習林の土地の一部（北海
道富良野市西達布 6,316.91 ㎡）を譲
渡する。 
・ 大学院農学生命科学研究科附属演
習林北海道演習林の土地の一部（北海
道富良野市 6811-1地先 415.66㎡）を
譲渡する。 
・ 大学院農学生命科学研究科附属演
習林北海道演習林の土地の一部（北海
道富良野市 6812-1地先 973.97㎡）を
譲渡する。 
・ 大学院農学生命科学研究科附属演
習林北海道演習林の土地の一部（北海
道富良野市西達布 317.20 ㎡）を譲渡
する。 
・ 大学院農学生命科学研究科附属演
習林北海道演習林の土地の一部（北海
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番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

道富良野市 12032 1,932.69㎡）を譲渡
する。 
・ 野尻寮跡地の土地の全部（長野県上
水内郡信濃町大字野尻海端 365 外 
2,725.46㎡）を譲渡する。 
・ 大学院農学生命科学研究科附属演
習林北海道演習林の土地の一部（北海
道 富 良 野 市 字 東 山 4176-1 地 先 
1,650.45㎡）を譲渡する。 
・ 柏キャンパスの土地の一部（千葉県
柏市柏の葉五丁目 1-122 603.67㎡）を
譲渡する。 
・ 地震研究所広島地震観測所アンテ
ナ施設跡地（広島県広島市安佐北区落
合七丁目 1408外 603.48㎡）を譲渡す
る。 
・ 駒場第二職員宿舎の土地の一部（東
京都目黒区駒場三丁目 865-6 の一部 
約 60㎡）を譲渡する。 
・大学院農学生命科学研究科附属演習
林北海道演習林の土地の一部（北海道
富良野市 11663地先 外 74.62㎡）を
譲渡する。 
・ 大学院農学生命科学研究科附属生
態調和農学機構の土地の一部（東京都
西東京市北原町三丁目 2667 番 外 
3,475.60㎡）を譲渡する。 
・ 大学院農学生命科学研究科附属演
習林田無演習林の土地の一部（東京都
西東京市緑町一丁目 2558 番 2 外 
1,919.40㎡）を譲渡する。 

道富良野市 12032 1,932.69㎡）を譲渡
する。 
・ 野尻寮跡地の土地の全部（長野県上
水内郡信濃町大字野尻海端 365 外 
2,725.46㎡）を譲渡する。 
・ 大学院農学生命科学研究科附属演
習林北海道演習林の土地の一部（北海
道 富 良 野 市 字 東 山 4176-1 地 先 
1,650.45㎡）を譲渡する。 
・ 柏キャンパスの土地の一部（千葉県
柏市柏の葉五丁目 1-122 603.67㎡）を
譲渡する。 
・ 地震研究所広島地震観測所アンテ
ナ施設跡地（広島県広島市安佐北区落
合七丁目 1408外 603.48㎡）を譲渡す
る。 
・ 駒場第二職員宿舎の土地の一部（東
京都目黒区駒場三丁目 865-6 の一部 
約 60㎡）を譲渡する。 
・大学院農学生命科学研究科附属演習
林北海道演習林の土地の一部（北海道
富良野市 11663地先 外 74.62㎡）を
譲渡する。 
・ 大学院農学生命科学研究科附属生
態調和農学機構の土地の一部（東京都
西東京市北原町三丁目 2667 番 外 
3,475.60㎡）を譲渡する。 
・ 大学院農学生命科学研究科附属演
習林田無演習林の土地の一部（東京都
西東京市緑町一丁目 2558 番 2 外 
1,919.40㎡）を譲渡する。 
・大学院農学生命科学研究科附属演習
林北海道演習林の土地の一部（北海道
富良野市 7279-1地先 外 7,881.40㎡）
を譲渡する。 
・大学院農学生命科学研究科附属演習
林北海道演習林の土地の一部（北海道
富良野市 2564-8地先 164.01㎡）を譲
渡する。 
・大学院農学生命科学研究科附属演習
林生態水文学研究所の土地の一部（愛
知県犬山市大字今井字成沢 91-12 
1,913.14㎡）を譲渡する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・北海道からの河岸の
浸食防止を目的とする
護岸工事および管理を
行うための用地の譲渡
要望に応じるため。 
・北海道からの道路用
地としての譲渡要望に
応じるため。 
 
・愛知県からの土砂災
害対策として砂防堰堤
工事および管理を行う
ための用地の譲渡要望
に応じるため。 

29 
東京海洋大
学 

計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
１ 重要な財産を譲渡する計画 
 ・ 海洋科学部附属練習船１隻（東
京都中央区 神鷹丸 649トン）を譲渡す
る。 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
１ 重要な財産を譲渡する計画 
・海洋科学部附属練習船１隻（東京都
中央区 神鷹丸 649トン）を譲渡する。 
・藤が岡宿舎の土地及び建物の全部
（神奈川県藤沢市藤が岡 3-24、土地：
4,398.85㎡、建物：3,463.2 ㎡）を譲
渡する。 

老朽化に伴う利用率
の低下等により、用途
を廃止した当該土地
及び建物については、
利用の検討を行った
結果、今後も有効活用
の見込が立たないこ
とから、財産の譲渡が
適切と判断したため。 



43 
 

番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

33 
横浜国立大
学 

計画 

Ⅷ．重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
１ 重要な財産を譲渡する計画 
 ・外周道路部分（横浜市保土ケ谷区
常盤台１番５ほか）4,085.09㎡を譲渡
する。 
・附属横浜小学校器具庫の土地（建物
含む）の全部（横浜市中区立野３８、
365.61㎡）及び建物（コンクリートブ
ロック造亜鉛メッキ鋼板葺 2 階建延床
面積 163.63㎡）を譲渡する。 
 
 
 
２ 重要な財産を担保に供する計画 
・重要な財産を担保に供する計画はな
し。 

Ⅷ．重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
１ 重要な財産を譲渡する計画 
 ・外周道路部分（横浜市保土ケ谷区
常盤台１番５ほか）4,085.09㎡を譲渡
する。 
・附属横浜小学校器具庫の土地（建物
含む）の全部（横浜市中区立野３８、
365.61㎡）及び建物（コンクリートブ
ロック造亜鉛メッキ鋼板葺 2 階建延床
面積 163.63㎡）を譲渡する。 
・平塚キャンパス外周敷地（平塚市南
原 1丁目 24番 11号）419.06㎡を譲渡
する。 
２ 重要な財産を担保に供する計画 
・重要な財産を担保に供する計画はな
し。 

本学キャンパス外周
道路の道幅確保のた
め、本学に隣接する認
定外道路との交換に
ついて平塚市より提
案があり、地域への貢
献と本学敷地の一体
活用のため、財産の譲
渡が適切と判断した
ため。 

38 金沢大学 計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
○ 重要な財産を譲渡し，又は担保に
供する計画 
１ 重要な財産を譲渡する計画 
・ 小立野地区の土地（石川県金沢市
小立野２－９３３）を譲渡する。 
・ 小木３団地所長宿舎跡地（石川県
鳳珠郡能登町字小木ソ４－３  
２４０．２９㎡）を譲渡する。 
 ・ 辰口２団地の土地及び建物（石川
県能美市緑が丘５－２２）を譲渡する。 
・ 弥生町宿舎の土地及び建物（石川
県金沢市弥生１丁目７２５番  
３，１４０．７０㎡）を譲渡する。 
・ 北溟寮の土地及び建物（石川県金
沢市弥生１丁目７２９番  
１０，２６０．９６㎡）を譲渡する。 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
○ 重要な財産を譲渡し，又は担保に
供する計画 
１ 重要な財産を譲渡する計画 
・ 小立野地区の土地（石川県金沢市
小立野２－９３３）を譲渡する。 
・ 小木３団地所長宿舎跡地（石川県
鳳珠郡能登町字小木ソ４－３  
２４０．２９㎡）を譲渡する。 
・ 辰口２団地の土地及び建物（石川
県能美市緑が丘５－２２）を譲渡する。 
・ 弥生町宿舎の土地及び建物（石川
県金沢市弥生１丁目７２５番  
３，１４０．７０㎡）を譲渡する。 
・ 北溟寮の土地及び建物（石川県金
沢市弥生１丁目７２９番  
１０，２６０．９６㎡）を譲渡する。 
・ 幸町宿舎の土地及び建物（石川県
金沢市幸町８１ 
 ２１６．９１㎡）を譲渡する。 

宿舎廃止に伴い，土地
及び建物を譲渡する
ため。 

40 山梨大学 計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
 ○ 重要な財産を譲渡し、又は担保
に供する計画 
１．重要な財産を譲渡する計画 
・成島宿舎の一部(山梨県中央市成島
字西 2071番 3  1,220㎡)を譲渡する。 
  

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
 ○ 重要な財産を譲渡し、又は担保
に供する計画 
１．重要な財産を譲渡する計画 
・成島宿舎の一部(山梨県中央市成島
字西 2071番 3  1,220㎡)を譲渡する。 
・大学院総合研究部附属ワイン科学研
究センター育種試験地跡地の土地の全
部（山梨県甲府市塚原町字東山 1262番
3 24,486.44㎡）を譲渡する。 
・大里宿舎の土地及び建物の全部（山
梨 県 甲 府 市 大 里 町 2623 番 41 
1,249.57㎡、建物：338㎡）を譲渡す
る。 

保有資産の見直しに
より、譲渡することを
決定したため。 

43 静岡大学 計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
 ○重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
 １ 重要な財産を譲渡する計画 
静岡大学大谷団地外周部飛び地の一部
（静岡市駿河区大谷字鞭打ヶ谷 5651番 
63.55㎡）を譲渡する。 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
 ○重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
 １ 重要な財産を譲渡する計画 
① 静岡大学大谷団地外周部飛び地の
一部（静岡市駿河区大谷字鞭打ヶ谷
5651番 63.55㎡）を譲渡する。 
② 農学部附属地域フィールド科学教
育研究センター藤枝フィールドの土地
の 一 部 （ 静 岡 県 藤 枝 市 仮 宿 63 
40,775.09㎡）を譲渡する。 

志太広域事務組合（藤
枝市・焼津市）が実施
するクリーンセンター
整備事業に伴う土地の
交換を行うため。 
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44 
浜松医科大
学 

計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
   
 
 
 
 
 

医学部附属病院における施設・設
備の整備に必要となる経費の長期
借入れに伴い、本学の敷地及び建物
について担保に供する。 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
１．重要な財産を譲渡する計画 
佐鳴台宿舎（一）、（二）の土地及び
建物の全部（静岡県浜松市中区佐鳴台
四丁目 128番 1外、土地：1,073.19㎡、
建物：306.81㎡）を譲渡する。 
２．重要な財産を担保に供する計画 
医学部附属病院における施設・設備

の整備に必要となる経費の長期借入れ
に伴い、本学の敷地及び建物について
担保に供する。 
 

職員宿舎再整備計画
に基づき、当該建物の
老朽化に伴い利用率
が低下していること
によりこれを廃止し、
敷地及び建物を譲渡
することとしたため。 

45 名古屋大学 計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
１．重要な財産を譲渡する計画 
・蓼科宿泊施設（高原気候医学研究所）
の跡地の全部（長野県茅野市北山 4035
番 31 外１ 4,474.92 ㎡）を譲渡す
る。 
・ 佐久島観測所（全学共用教育研究
施設）の跡地の全部（愛知県西尾市一
色町佐久島掛梨 49-4 985.39㎡）を譲
渡する。 
・豊川団地（宇宙地球環境研究所・豊
川分室）の土地の一部（愛知県豊川市
穂ノ原 3 丁目 13 番地 約 95,000.00
㎡）を譲渡する。 
・豊川団地（宇宙地球環境研究所・豊
川分室）の土地の一部（愛知県豊川市
穂ノ原 3丁目 13番地 約 2,200.00㎡）
を譲渡する。 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
１．重要な財産を譲渡する計画 
・蓼科宿泊施設（高原気候医学研究所）
の跡地の全部（長野県茅野市北山 4035
番 31 外１ 4,474.92 ㎡）を譲渡す
る。 
・ 佐久島観測所（全学共用教育研究
施設）の跡地の全部（愛知県西尾市一
色町佐久島掛梨 49-4 985.39㎡）を譲
渡する。 
・豊川団地（宇宙地球環境研究所・豊
川分室）の土地の一部（愛知県豊川市
穂ノ原 3 丁目 13 番地 約 95,000.00
㎡）を譲渡する。 
・豊川団地（宇宙地球環境研究所・豊
川分室）の土地の一部（愛知県豊川市
穂ノ原 3丁目 13番地 約 2,200.00㎡）
を譲渡する。 
・ 中山町団地（外国人教師用宿泊施
設）の跡地の全部（愛知県名古屋市瑞
穂区中山町 5 丁目 13 番地 1,147.1
㎡）を譲渡する。 
・ 高田町団地（外国人教師用宿泊施
設）の跡地の全部（愛知県名古屋市瑞
穂区高田町 5丁目 5番地 489.81㎡）
を譲渡する。 

中山町団地、高田町団
地：次年度以降に譲渡
する計画があるため 

49 三重大学 計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
 １ 重要な財産を譲渡する計画 
  ・計画はない 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
 １ 重要な財産を譲渡する計画 
・渋見宿舎の土地の全部（三重県津市
渋見町 763-35 外、1,944.39 ㎡）を譲
渡する。 
・美杉宿舎の土地及び建物の全部（三重
県津市美杉町川上 783-3、土地：198.34
㎡、建物 42.97㎡）を譲渡する。 

老朽化に伴い職員宿
舎の利用率が低下し
ている状況などにあ
り、今後も有効活用の
見込みがないことか
ら、譲渡することとし
たため 
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64 岡山大学 計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
１ 重要な財産を譲渡する計画 
・三朝地区（一）の土地の一部（鳥取
県東伯郡三朝町大字山田字福呂７９３
番１ １６．５１㎡）を譲渡する。 
・三朝医療センター（旧三朝地区（二））
の土地（鳥取県東伯郡三朝町大字三朝
字半畑９３９番１～３，９４０番 ２
２７．８７㎡）を譲渡する。 
・教育学部東山校舎土地の一部（岡山
県岡山市中区門田文化町２丁目７９８
番 ２０６㎡）を譲渡する 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
１ 重要な財産を譲渡する計画 
・三朝地区（一）の土地の一部（鳥取
県東伯郡三朝町大字山田字福呂７９３
番１ １６．５１㎡）を譲渡する。 
・三朝医療センター（旧三朝地区（二））
の土地（鳥取県東伯郡三朝町大字三朝
字半畑９３９番１～３，９４０番 ２
２７．８７㎡）を譲渡する。 
・教育学部東山校舎土地の一部（岡山
県岡山市中区門田文化町２丁目７９８
番 ２０６㎡）を譲渡する。 
・吉備文化研究施設土地及び建物の
全部（岡山県岡山市北区吉備津、土地：
２，１０４．３２㎡、建物：３４４．
２２㎡）を譲渡する。 
・農学部附属本島農場（一）土地の全
部，農学部附属本島農場（二）土地の
全部（香川県丸亀市本島町泊４９４外 
２３，０３６．６３㎡）を譲渡する。 
・土生宿舎（二）土地の全部（岡山県
岡山市北区津島東四丁目１８ ４，１
２５．９２㎡）を譲渡する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・老朽化により施設の
利用がない状態が続い
ており，経年のため修
繕しないと施設が利用
できない状態となって
いるため。 
・老朽化並びに交通の
便が悪くなったことに
より施設の利用がない
状態が続いており，経
年のため修繕しないと
施設が利用できない状
態となっているため。 
・建物老朽化により廃
止されており，今後の
利用計画がないため。 

65 広島大学 計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し，又は担保に
供する計画 
１ 重要な財産を譲渡する計画 
（１）天水山団地の土地の一部（広島
県広島市東区牛田新町４丁目２２６番
１０１ １１７．６３㎡）を譲渡する。 
（２）廿日市団地の土地（広島県廿日
市市地御前５丁目２５８５番９３３
２．７３㎡）を譲渡する。 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し，又は担保に
供する計画 
１ 重要な財産を譲渡する計画 
（１）天水山団地の土地の一部（広島
県広島市東区牛田新町４丁目２２６番
１０１ １１７．６３㎡）を譲渡する。 
（２）廿日市団地の土地（広島県廿日
市市地御前５丁目２５８５番９３３
２．７３㎡）を譲渡する。 
（３）春日団地の土地の一部（広島県
福山市春日町５丁目３１５番１ ２１
６．００㎡）を譲渡する。    

広島県福山市から，附
属福山中・高等学校正
門より東の東西線，正
門東の交差点から東
門までの南北線の歩
道整備を実施するた
め，用地協力依頼があ
り，本学敷地を譲渡す
るため。 
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70 愛媛大学 計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し，又は担保に
供する計画 
○ 重要な財産を譲渡し，又は担保に
供する計画 
１．重要な財産を譲渡する計画 
・医学部及び附属病院の土地の一部
（愛媛県東温市志津川字野中甲 393 番
７外７筆 333.41㎡）を譲渡する。 
・城北キャンパス（文京町３番地区）
の土地の一部（愛媛県松山市文京町３
番１ 729.70㎡）を譲渡する。 
・城北キャンパス（文京町２番地区）
の土地の一部（愛媛県松山市文京町２
番５ 137.64㎡）を譲渡する。 
・東温市の土地（愛媛県東温市志津川
字中道甲 1303番 12 190.75 ㎡）及び
建物（軽量鉄骨造スレート葺２階建，
延床面積 101.68㎡）を譲渡する。 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し，又は担保に
供する計画 
○ 重要な財産を譲渡し，又は担保に
供する計画 
１．重要な財産を譲渡する計画 
・医学部及び附属病院の土地の一部
（愛媛県東温市志津川字野中甲 393 番
７外７筆 333.41㎡）を譲渡する。 
・城北キャンパス（文京町３番地区）
の土地の一部（愛媛県松山市文京町３
番１ 729.70㎡）を譲渡する。 
・城北キャンパス（文京町２番地区）
の土地の一部（愛媛県松山市文京町２
番５ 137.64㎡）を譲渡する。 
・東温市の土地（愛媛県東温市志津川
字中道甲 1303番 12 190.75 ㎡）及び
建物（軽量鉄骨造スレート葺２階建，
延床面積 101.68㎡）を譲渡する。 
・北持田宿舎の土地（愛媛県松山市北
持田 128 番２ 592.45 ㎡）及び建物
（木造瓦・スレート葺２階建，延床面
積 175.20㎡）を譲渡する。 
・喜与町宿舎の土地（愛媛県松山市喜
与町１丁目８番８ 423.60㎡）及び建
物（木造瓦葺平家建，延床面積 95.86
㎡）を譲渡する。 
・横河原宿舎の土地（愛媛県東温市横
河原字横川 1375 番 6,692.82 ㎡）及
び建物（鉄筋コンクリート造陸屋根５
階建，延床面積 3,981.60㎡）を譲渡す
る。 

本学の職員宿舎廃止
計画に基づき、平成 31
年３月末までに廃止
となる北持田・喜与
町・横河原宿舎につい
て、廃止後の学内利用
計画が無いことから、
土地及び建物の譲渡
（売却）を決定したた
め。 

80 鹿児島大学 計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
１ 重要な財産を譲渡する計画 
（1) 農学部附属高隈演習林の土地の
一部（鹿児島県垂水市海潟 3237、
10,163㎡）を譲渡する。 
（2） 農学部附属高隈演習林の土地の
一部（鹿児島県垂水市海潟 3237、9,078
㎡）を譲渡する。 
（3） 農学部附属佐多演習林の土地の
一部（鹿児島県肝属郡南大隅町佐多大
字馬籠 349、1,221㎡）を譲渡する。 
（4） 霧島リハビリテーションセンタ
ーの土地及び建物（鹿児島県霧島市牧
園町高千穂 3930の 7、土地：18,140.28
㎡、建物：5,147㎡）を譲渡する。 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
１ 重要な財産を譲渡する計画 
（1）農学部附属高隈演習林の土地の一
部（鹿児島県垂水市海潟 3237、10,163
㎡）を譲渡する。 
（2） 農学部附属高隈演習林の土地の
一部（鹿児島県垂水市海潟 3237、9,078
㎡）を譲渡する。 
（3） 農学部附属佐多演習林の土地の
一部（鹿児島県肝属郡南大隅町佐多大
字馬籠 349、1,221㎡）を譲渡する。 
（4） 霧島リハビリテーションセンタ
ーの土地及び建物（鹿児島県霧島市牧
園町高千穂 3930の 7、土地：18,140.28
㎡、建物：5,147㎡）を譲渡する。 
（5）附属病院の土地（医学部 A/敷地）
の一部（鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘 8 丁
目 35 番 1 号、2,342.57 ㎡）を譲渡す
る。 

本学敷地を含む急傾斜
地に法面工事が施工さ
れることに伴い、譲渡
するもの。 
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番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

89 
高エネルギ
ー加速器研
究機構 

計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
  重要な財産を譲渡し、又は担保に供
する計画はない。 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
東海キャンパスの土地の一部（茨城県
那珂郡東海村大字白方字六反町 203 番
1外、1,373.04㎡）を譲渡する。 

一般国道 245 号の道
路改良事業（ひたちな
か市・東海村４車線拡
幅）に必要となる本機
構東海キャンパスの
土地の一部について、
同国道の管理者であ
る茨城県からの譲渡
要請に応じるため。 
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○その他の変更 ９法人 

・学内組織・制度等の名称変更等に伴う変更 ９法人 

番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

05 
帯広畜産大
学 

計画 

１教育に関する目標を達成するため
の措置 
（２）教育の実施体制等に関する目標
を達成するための措置 
(教育の質の向上) 
 ⑥-1 教育の内部質保証システムの
安定的運用を実現するため、学長を本
部長とする教育推進本部において、平
成 28年度にアセスメント・ポリシーを
明確化し、それに基づく自己点検・評
価により PDCAサイクルを機能させる。 
 
 
２ 研究に関する目標を達成するた
めの措置 
（１）研究水準及び研究の成果等に関
する目標を達成するための措置 
⑨-2 原虫病研究センターの共同利
用・共同研究体制を充実するため、グ
ローバルアグロメディシン研究センタ
ーの国際共同研究に参画して原虫病研
究を推進するとともに、研究推進本部
による研究活動の点検・評価を実施す
る。また、原虫病研究センターが保有
する研究成果有体物の情報公開を充実
するため、対象有体物を増加させ同セ
ンターのホームページに掲載するとと
もに、他機関を通じた情報発信を行う。 
 
１ 評価の充実に関する目標を達成す
るための措置 
㉒-1 自己点検・評価システムを充実
するため、教育推進本部、研究推進本
部、国際化推進本部及び大学情報分析
室を中心とした点検・評価体制及び活
動状況を毎年検証し、改善する。 
 

１教育に関する目標を達成するため
の措置 
（２）教育の実施体制等に関する目標
を達成するための措置 
(教育の質の向上) 
 ⑥-1 教育の内部質保証システムの
安定的運用を実現するため、大学教育
センターにおいて、平成 28年度にアセ
スメント・ポリシーを明確化し、それ
に基づく自己点検・評価により PDCAサ
イクルを機能させる。 
 
 
２ 研究に関する目標を達成するた
めの措置 
（１）研究水準及び研究の成果等に関
する目標を達成するための措置 
⑨-2 原虫病研究センターの共同利
用・共同研究体制を充実するため、グ
ローバルアグロメディシン研究センタ
ーの国際共同研究に参画して原虫病研
究を推進するとともに、戦略会議によ
る研究活動の点検・評価を実施する。
また、原虫病研究センターが保有する
研究成果有体物の情報公開を充実する
ため、対象有体物を増加させ同センタ
ーのホームページに掲載するととも
に、他機関を通じた情報発信を行う。 
 
１ 評価の充実に関する目標を達成す
るための措置 
㉒-1 自己点検・評価システムを充実
するため、戦略会議及び大学情報分析
室を中心とした点検・評価体制及び活
動状況を毎年検証し、改善する。 

学内組織再編のため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学内組織再編のため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学内組織再編のため。 
 
 
 
 
 

08 弘前大学 計画 

【38】地元自治体や産業界，高等教育
機関等との連携を強化し，青森県全域
の創生及び活性化を推進する戦略拠点
「地域連携センター」（仮称）を整備
し，地域のネットワーク機能等の強化
を図るとともに，本学の強み特色を活
かし，産金学官一体的な文理融合型共
同研究を進め，地域に賦存する食・環
境・観光・自然エネルギー分野での新
たな産業やビジネスモデル，雇用を創
出するとともに，当該分野を担う人材
の育成・交流を通じて，地域の創生・
発展を牽引する。 

【38】地元自治体や産業界，高等教育
機関等との連携を強化し，青森県全域
の創生及び活性化を推進する戦略拠点
「地域創生本部」を整備し，地域のネ
ットワーク機能等の強化を図るととも
に，本学の強み特色を活かし，産金学
官一体的な文理融合型共同研究を進
め，地域に賦存する食・環境・観光・
自然エネルギー分野での新たな産業や
ビジネスモデル，雇用を創出するとと
もに，当該分野を担う人材の育成・交
流を通じて，地域の創生・発展を牽引
する。 

構想中であった組織
名称が確定したこと
に伴う変更 
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番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

12 秋田大学 計画 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標 
１ 教育に関する目標 
（２）教育の実施体制等に関する目標 
【９】①アクティブ・ラーニングや双
方向型授業への転換を進めるため，第
３期中期目標期間を通じて在職してい
る教員のＦＤへの参加率を平成 33 年
度末までに 90％以上とする。また, ア
クティブ・ラーニングや双方向型授業
の実施状況について，学生による授業
評価または同僚評価等により，教育推
進総合センター及び各学部の学務系委
員会等が検証し，改善につなげる。 
 
 
【10】①平成 26年度に開設した国際資
源学部，理工学部，改組再編した教育
文化学部，及び医学部それぞれのミッ
ションを実現するため，教育推進総合
センター及び各学部学務系委員会等に
おいて，達成度調査・学習行動調査等
により学生の学修成果を把握するとと
もに，各学部に設置された外部委員を
構成員に含む教育研究カウンシルにお
いて検証し，改善につなげる。特に，
教育文化学部においては，教員養成課
程の教職経験のある大学教員の割合
を，教職経験者の積極的な採用などに
より平成 33 年度末までに 60％以上を
確保する体制を構築する 
 
 
（３）学生への支援に関する目標 
【13】①学生の学修・進級・進学に関
する各部局の相談部署相互の連携を密
にし，修学支援機能を一層強化するた
め，全学学務系委員長会議を設置する
とともに，世界・地域を見据えたリー
ダーを育むため，引き続き新入生の課
題克服に向けたサポートを行う「学習
ピアサポート・システム」，レポート
作成などの相談に乗る「学習サポート
デスク」，グループで討論しながら学
修できる「コモンズ」の提供，英語力
向上のための「The ALL Rooms」，基礎
学力養成のための「質問教室」等の運
用を推進し，その成果を教育推進総合
センターにて検証のうえ，改善につな
げる。 
 
【14】②従来から実施している初年次
から学生の職業観を育成するキャリア
教育や学内インターンシップの推進，
学生一人ひとりに対する就職支援サポ
ート体制の充実，「起業力養成講座」
等開設による学生のベンチャーマイン
ド養成を推進し，その成果を教育推進
総合センター及び学生支援総合センタ
ーにて検証のうえ，改善につなげる。 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標 
１ 教育に関する目標 
（２）教育の実施体制等に関する目標 
【９】①アクティブ・ラーニングや双
方向型授業への転換を進めるため，第
３期中期目標期間を通じて在職してい
る教員のＦＤへの参加率を平成 33 年
度末までに 90％以上とする。また, ア
クティブ・ラーニングや双方向型授業
の実施状況について，学生による授業
評価または同僚評価等により，高等教
育グローバルセンター及び各学部の学
務系委員会等が検証し，改善につなげ
る。 
 
【10】①平成 26年度に開設した国際資
源学部，理工学部，改組再編した教育
文化学部，及び医学部それぞれのミッ
ションを実現するため，高等教育グロ
ーバルセンター及び各学部学務系委員
会等において，達成度調査・学習行動
調査等により学生の学修成果を把握す
るとともに，各学部に設置された外部
委員を構成員に含む教育研究カウンシ
ルにおいて検証し，改善につなげる。
特に，教育文化学部においては，教員
養成課程の教職経験のある大学教員の
割合を，教職経験者の積極的な採用な
どにより平成 33 年度末までに 60％以
上を確保する体制を構築する。 
 
 
（３）学生への支援に関する目標 
【13】①学生の学修・進級・進学に関
する各部局の相談部署相互の連携を密
にし，修学支援機能を一層強化するた
め，全学学務系委員長会議を設置する
とともに，世界・地域を見据えたリー
ダーを育むため，引き続き新入生の課
題克服に向けたサポートを行う「学習
ピアサポート・システム」，レポート
作成などの相談に乗る「学習サポート
デスク」，グループで討論しながら学
修できる「コモンズ」の提供，英語力
向上のための「The ALL Rooms」，基礎
学力養成のための「質問教室」等の運
用を推進し，その成果を高等教育グロ
ーバルセンターにて検証のうえ，改善
につなげる。 
 
【14】②従来から実施している初年次
から学生の職業観を育成するキャリア
教育や学内インターンシップの推進，
学生一人ひとりに対する就職支援サポ
ート体制の充実，「起業力養成講座」
等開設による学生のベンチャーマイン
ド養成を推進し，その成果を高等教育
グローバルセンター及び学生支援総合
センターにて検証のうえ，改善につな
げる。 

組織の改組（平成 31
年４月１日）に伴う名
称変更のため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
組織の改組（平成 31
年４月１日）に伴う名
称変更のため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
組織の改組（平成 31
年４月１日）に伴う名
称変更のため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
組織の改組（平成 31
年４月１日）に伴う名
称変更のため 
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番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

16 筑波大学 計画 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき
措置 
 
（略） 
 
４ 世界トップレベルの研究の推進
に向けての目標を達成するための措
置 
 
（略） 
 
◇基盤研究の着実な実施及び学際横断
型研究の飛躍的推進に関する具体的方
策 
 
（略） 
 
26 重点的な研究支援を一層加速し、
WPI「国際統合睡眠医科学研究機構」や
計算科学研究センター、生命領域学際
研究センター(TARA)、人文社会国際比
較研究機構、つくば機能植物イノベー
ション研究センター、下田臨海実験セ
ンター等を中心に世界トップレベルの
研究を推進する。 
＜KPI：相当数の研究領域において世界
100位以内を実現＞ 
 
（略） 
 
◇学内の研究システムの大胆な改革に
関する具体的方策 
 
（略） 
 
29 の 2 「系」（以下のとおり）を中
心に戦略的に研究を推進するととも
に、学術的な先端研究センターへの 4
段階区分と 5 年ごとの評価に基づく段
階認定の導入に際して、R1世界級研究
拠点として認定された以下に示す研究
組織に固有の人事機関を置き、重点的
な研究分野における研究戦略に基づく
柔軟で機動的な教員人事を可能にす
る。 
 
系 
人文社会系、ビジネスサイエンス系、
数理物質系、システム情報系、 
生命環境系、人間系、体育系、芸術系、
医学医療系、図書館情報メディア系、
学際研究系 
 
R1世界級研究拠点 
計算科学研究センター、生命領域学際
研究センター（TARA） 
 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき
措置 
 
（略） 
 
４ 世界トップレベルの研究の推進
に向けての目標を達成するための措
置 
 
（略） 
 
◇基盤研究の着実な実施及び学際横断
型研究の飛躍的推進に関する具体的方
策 
 
（略） 
 
26 重点的な研究支援を一層加速し、
WPI「国際統合睡眠医科学研究機構」や
計算科学研究センター、生存ダイナミ
クス研究センター(TARA)、人文社会国
際比較研究機構、つくば機能植物イノ
ベーション研究センター、下田臨海実
験センター等を中心に世界トップレベ
ルの研究を推進する。 
＜KPI：相当数の研究領域において世界
100位以内を実現＞ 
 
（略） 
 
◇学内の研究システムの大胆な改革に
関する具体的方策 
 
（略） 
 
29 の 2 「系」（以下のとおり）を中
心に戦略的に研究を推進するととも
に、学術的な先端研究センターへの 4
段階区分と 5 年ごとの評価に基づく段
階認定の導入に際して、R1世界級研究
拠点として認定された以下に示す研究
組織に固有の人事機関を置き、重点的
な研究分野における研究戦略に基づく
柔軟で機動的な教員人事を可能にす
る。 
 
系 
人文社会系、ビジネスサイエンス系、
数理物質系、システム情報系、 
生命環境系、人間系、体育系、芸術系、
医学医療系、図書館情報メディア系、
学際研究系 
 
R1世界級研究拠点 
計算科学研究センター、生存ダイナミ
クス研究センター（TARA） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研究センター改組に
伴う名称変更のため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研究センター改組に
伴う名称変更のため 
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番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

23 
東京医科歯
科大学 

計画 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき
措置 
１ 教育に関する目標を達成するた
めの措置 
（１）教育内容及び教育の成果等に関
する目標を達成するための措置 
１）～ ７）（略） 
８）既存の教育研究組織を見直して、
健康科学領域の先進的な教育研究を担
当する新たな研究科を平成 30 年度に
設置するとともに、当該研究科に集学
的アプローチで学習するグローバルヘ
ルスリーダー養成コース（仮称）を開
設するなどして、将来のグローバルヘ
ルス領域を担う人材育成を行う。その
成果として、同コース修了者のうち、
統合的先制医歯保健学に関連する機関
への就職者・進学者の占める割合を
60％以上の水準にするとともに、統合
的先制医歯保健学関連の英語論文数及
び国際共著論文数を現行の 1.5倍に向
上させる。 
９）～ 11）（略） 
 
（２）～（４）（略） 
 
 
（２）研究実施体制等に関する目標を
達成するための措置 
24）～ 25）（略） 
 
○研究者支援に関する計画 
26）評価に基づいた研究者へのインセ
ンティブを強化するとともに、学長の
リーダーシップのもと、学長裁量経費
の戦略的配分等により若手研究者の研
究を支援する。 
また、言語支援・生活支援等を継続、

拡大することにより外国人留学生の増
加を図り、優秀な留学生を特任教員等
で採用するとともに、外国人研究者を
含む若手研究者等を総合的に支援する
Advanced Research Center（仮称）を
新設し、研究者等が高度な研究に専念
でき、その能力を発揮できる環境を整
備する。さらに、研究支援員等の配置
や病児保育およびワーキングシェアの
導入によって、研究と出産・子育て・
介護などのライフイベントとのバラン
スを配慮した女性研究者が活躍できる
環境作りを行う。 
 
以下（略） 
 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき
措置 
１ 教育に関する目標を達成するた
めの措置 
（１）教育内容及び教育の成果等に関
する目標を達成するための措置 
１）～ ７）（同左） 
８）既存の教育研究組織を見直して、
健康科学領域の先進的な教育研究を担
当する新たな研究科を平成 30 年度に
設置するとともに、当該研究科に集学
的アプローチで学習するグローバルヘ
ルスリーダー養成コースや先制医療学
コース、先制医歯理工学コースを開設
するなどして、将来のグローバルヘル
スや先制医療を担う人材育成を行う。
その成果として、同コース修了者のう
ち、統合先制医歯保健学に関連する機
関への就職者・進学者の占める割合を
60％以上の水準にするとともに、統合
先制医歯保健学関連の英語論文数及び
国際共著論文数を現行の 1.5 倍に向上
させる。 
９）～ 11）（同左） 
 
（２）～（４）（同左） 
 
（２）研究実施体制等に関する目標を
達成するための措置 
24）～ 25）（同左） 
 
○研究者支援に関する計画 
26）評価に基づいた研究者へのインセ
ンティブを強化するとともに、学長の
リーダーシップのもと、学長裁量経費
の戦略的配分等により若手研究者の研
究を支援する。 
   また、言語支援・生活支援等を
継続、拡大することにより外国人留学
生の増加を図り、優秀な留学生を特任
教員等で採用するとともに、外国人研
究者を含む若手研究者等を総合的に支
援する次世代研究者育成ユニットを新
設し、研究者等が高度な研究に専念で
き、その能力を発揮できる環境を整備
する。さらに、研究支援員等の配置や
病児保育およびワーキングシェアの導
入によって、研究と出産・子育て・介
護などのライフイベントとのバランス
を配慮した女性研究者が活躍できる環
境作りを行う。 
 
以下（略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大学院の改組により、
コース名称が確定し
たため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名称が確定したため。 
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番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

34 新潟大学 計画 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に
関する目標を達成するためにとるべ
き措置 
１ 教育に関する目標を達成するた
めの措置 
(2) 教育の実施体制等に関する目標
を達成するための措置 
【15】教育共同拠点としての「理学部
附属臨海実験所」及び「農学部附属フ
ィールド科学教育研究センター佐渡ス
テーション」において，大学間連携の
拡大や多様な形態の実習等により，フ
ィールドワーク人材育成機能を強化す
る。 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に
関する目標を達成するためにとるべ
き措置 
１ 教育に関する目標を達成するた
めの措置 
(2) 教育の実施体制等に関する目標
を達成するための措置 
【15】教育共同拠点としての「佐渡自
然共生科学センター演習林」及び「佐
渡自然共生科学センター臨海実験所」
において，大学間連携の拡大や多様な
形態の実習等により，フィールドワー
ク人材育成機能を強化する。 

 
 
 
 
 
 
 
学内組織の名称の変
更 

50 滋賀大学 計画 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関す
る目標を達成するためにとるべき措
置 
２ 教育研究組織の見直しに関する目
標を達成するための措置 
42)平成 29年度にデータサイエンス学
部を、平成 33年度までにデータサイエ
ンス研究科（仮称）を設置し、世界で
競える国内で唯一のデータサイエンス
領域の教育研究拠点を形成する。併せ
て、同一キャンパスにある経済学部と
データサイエンス学部の密接な連携に
より、文理融合型で、地域の視点とグ
ローバルな視野を兼備する教育システ
ムを導入する。 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関す
る目標を達成するためにとるべき措
置 
２ 教育研究組織の見直しに関する目
標を達成するための措置 
42)平成 29年度にデータサイエンス学
部を、平成 33年度までにデータサイエ
ンス研究科を設置し、世界で競える国
内で唯一のデータサイエンス領域の教
育研究拠点を形成する。併せて、同一
キャンパスにある経済学部とデータサ
イエンス学部の密接な連携により、文
理融合型で、地域の視点とグローバル
な視野を兼備する教育システムを導入
する。 

平成３１年度からデ
ータサイエンス研究
科の設置が決定した
ことによる変更。   
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

63 
鳴門教育大
学 

計画 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に
関する目標を達成するためにとるべ
き措置 
１ 教育に関する目標を達成するた
めの措置 
（２） 教育の実施体制等に関する目
標を達成するための措置  
 
1)-① 教職大学院の更なる重点化を
図るため，「チーム学校」に係る学校
マネジメント，小中一貫教育，生徒指
導等に関するプログラムを新設し教育
機能を強化するとともに，修士課程の
教員養成機能のより一層の高度化を図
るため，教科・領域教育における教科
内容学研究を推進し，その成果を踏ま
えた実践型カリキュラムの質的転換を
行いつつ，学長を室長とする企画戦略
室において，大学院学校教育研究科の
学生定員の適正化を実現する大学院の
改組について検討し，平成 31年度に改
組を行う。 
 
 
（３）学生への支援に関する目標を達
成するための措置 
 
1)-② 最新の教員採用試験情報を収
集・吟味して，平成 28年度に「就職支
援ニューズレター（仮称）」の学生・
院生への電子配信を開始する。  
2)-③ 平成 30 年度を目途に，本学同
窓会の構成員のうち教職等の職務に熟
達した者がメンターとなり，新人・後
輩に助言・支援する「鳴門教育大学地
域同窓会メンター制度（仮称）」を，
５府県以上を対象に創設する。 
 
 
 
Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関
する目標を達成するためにとるべき
措置 
１ 組織運営の改善に関する目標を
達成するための措置 
1)-① 平成 28 年度から，企画戦略室
に機関調査機能（IR機能）を集約した
「IRチーム（仮称）」を設置し，大学
経営や教学マネジメントを支える情報
提供を計画的に行い，大学の戦略的施
策の企画立案に活用する。 
 
 
 
 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に
関する目標を達成するためにとるべ
き措置 
１ 教育に関する目標を達成するた
めの措置 
（２） 教育の実施体制等に関する目
標を達成するための措置 
 
1)-① 教職大学院の更なる重点化を
図るため，「チーム学校」に係る学校
マネジメント，小中一貫教育，生徒指
導等に関するプログラムを新設し教育
機能を強化するとともに，修士課程の
教員養成機能のより一層の高度化を図
るため，教科・領域教育における教科
内容学研究を推進し，その成果を踏ま
えた実践型カリキュラムの質的転換を
行う。大学院改組設置準備室を設置し，
大学院学校教育研究科の学生定員の適
正化を実現する大学院の改組に係る設
置準備を行い，平成 31年度に改組を行
う。 
 
 
（３）学生への支援に関する目標を達
成するための措置 
 
1)-② 最新の教員採用試験情報を収
集・吟味して，平成 28年度に「就職支
援ニューズレター」の学生・院生への
電子配信を開始する。  
2)-③ 平成 30 年度を目途に，本学同
窓会の構成員のうち教職等の職務に熟
達した者がメンターとなり，新人・後
輩に助言・支援する「鳴門教育大学地
域同窓会メンター制度」を，５府県以
上を対象に創設する。 
 
 
 
Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関
する目標を達成するためにとるべき
措置 
１ 組織運営の改善に関する目標を
達成するための措置 
1)-① 平成 28 年度から，企画戦略室
に機関調査機能（IR機能）を集約した
「タスクフォース」を設置し，大学経
営や教学マネジメントを支える情報提
供を計画的に行い，大学の戦略的施策
の企画立案に活用する。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学内体制の変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名称確定に伴う変更 
 
 
 
 
 
名称確定に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学内体制の変更 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

63 
鳴門教育大
学 

計画 

２ 教育研究組織の見直しに関する
目標を達成するための措置   
1)-① 教職大学院の更なる重点化を
図るため，「チーム学校」に係る学校
マネジメント，小中一貫教育，生徒指
導等に関するプログラムを新設し教育
機能を強化するとともに，修士課程の
教員養成機能のより一層の高度化を図
るため，教科・領域教育における教科
内容学研究を推進し，その成果を踏ま
えた実践型カリキュラムの質的転換を
行いつつ，学長を室長とする企画戦略
室において，大学院学校教育研究科の
学生定員の適正化を実現する大学院の
改組について検討し，平成 31年度に改
組を行う。 
 
 
Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を
達成するためにとるべき措置  
１ 外部研究資金，寄附金その他の自
己収入の増加に関する目標を達成す
るための措置 
1)-③ 寄附金収入（研究資金を除く。）
については，第２期には年間数十万円
程度であったところ，平成 27年度には
教育現場への支援事業や地域の子供た
ちを育成する事業を進めるとともに学
生への修学支援や奨学金支給など教育
研究環境の整備を推進するための「鳴
門教育大学基金（仮称）」を創設した。
第３期には，この基金を本格的に活用
するとともに，これらの事業への賛同・
協力を広く求め，この基金への寄附金
を第３期期間中に 1,000万円を目標と
して募る。【60】 
 
２ 経費の抑制に関する目標を達成
するための措置 
1)-① 第２期には，定員管理計画を定
め，職員の計画的削減や大学教員の原
則後任不補充等により，人件費の削減
を行った。第３期には，企画戦略室に
おいて学長のリーダーシップの下本学
の特色・強みを生かした改組案を踏ま
えた人件費管理戦略を策定し，計画的
に実施する。 
 

２ 教育研究組織の見直しに関する
目標を達成するための措置   
1)-① 教職大学院の更なる重点化を
図るため，「チーム学校」に係る学校
マネジメント，小中一貫教育，生徒指
導等に関するプログラムを新設し教育
機能を強化するとともに，修士課程の
教員養成機能のより一層の高度化を図
るため，教科・領域教育における教科
内容学研究を推進し，その成果を踏ま
えた実践型カリキュラムの質的転換を
行う。大学院改組設置準備室を設置し，
大学院学校教育研究科の学生定員の適
正化を実現する大学院の改組に係る設
置準備を行い，平成 31年度に改組を行
う。 
 
 
Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を
達成するためにとるべき措置  
１ 外部研究資金，寄附金その他の自
己収入の増加に関する目標を達成す
るための措置 
1)-③ 寄附金収入（研究資金を除く。）
については，第２期には年間数十万円
程度であったところ，平成 27年度には
教育現場への支援事業や地域の子供た
ちを育成する事業を進めるとともに学
生への修学支援や奨学金支給など教育
研究環境の整備を推進するための「鳴
門教育大学基金」を創設した。第３期
には，この基金を本格的に活用すると
ともに，これらの事業への賛同・協力
を広く求め，この基金への寄附金を第
３期期間中に 1,000 万円を目標として
募る。【60】 
 
２ 経費の抑制に関する目標を達成
するための措置 
1)-① 第２期には，定員管理計画を定
め，職員の計画的削減や大学教員の原
則後任不補充等により，人件費の削減
を行った。第３期には，学長のリーダ
ーシップの下本学の特色・強みを生か
した改組案を踏まえた人件費管理戦略
を策定し，計画的に実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学内体制の変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名称確定に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学内体制の変更 
 

81 
鹿屋体育大
学 

計画 

【22】グローバルなスポーツ研究イノ
ベーション拠点の形成を目指して、平
成 27 年度に運用を開始したスポーツ
パフォーマンス研究棟を活用し、スポ
ーツ医科学・情報工学分野と連携・融
合したさまざまな研究プロジェクトを
実施する。 

【22】グローバルなスポーツ研究イノ
ベーション拠点の形成を目指して、ス
ポーツパフォーマンス研究センターを
活用し、スポーツ医科学・情報工学分
野と連携・融合したさまざまな研究プ
ロジェクトを実施する。 

スポーツパフォーマ
ンス研究棟をスポー
ツパフォーマンス研
究センターとして学
内共同教育研究施設
にしたことに伴う変
更。 

 


